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防衛省訓令第３２号

地方防衛局組織規則（平成１９年防衛省令第１０号）

第６９条の規定に基づき、地方防衛局の内部組織等に関

する訓令を次のように定める。

平成２５年５月１６日

防衛大臣 小野寺 五典

地方防衛局の内部組織等に関する訓令

改正 平成２６年３月３１日省訓第２２号

平成２７年４月１０日省訓第２０号

平成２７年６月３０日省訓第２５号

平成２７年１０月１日省訓第３９号

平成２８年１月２９日省訓第 ３号

平成２８年３月２８日省訓第１８号

平成２８年３月３１日省訓第３４号

平成２９年３月２７日省訓第１１号

平成２９年３月３１日省訓第２８号

平成２９年１２月２７日省訓第６３号

平成３０年３月３０日省訓第２６号
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平成３０年４月１３日省訓第３１号

平成３０年１０月１７日省訓第４３号

平成３１年３月２９日省訓第１８号

令和２年３月３０日省訓第１９号

令和３年３月３１日省訓第１８号

令和４年３月３１日省訓第４３号

令和５年３月３１日省訓第３７号

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 省 訓 第 ３ ８ 号

令和５年４月２１日省訓第４５号

令和５年７月２５日省訓第７１号

令和５年７月２５日省訓第７２号

地方防衛局の内部組織等に関する訓令（平成１９年防

衛省訓令第５４号）の全部を改正する。

目次

第１章 地方防衛局

第１節 北海道防衛局（第１条－第１９条）

第２節 東北防衛局（第２０条－第３８条）

第３節 北関東防衛局（第３９条－第６５条）
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第４節 南関東防衛局（第６６条－第９１条）

第５節 近畿中部防衛局（第９２条－第１１１条）

第６節 中国四国防衛局（第１１２条－第１３１条）

第７節 九州防衛局（第１３２条－第１５０条）

第８節 沖縄防衛局（第１５１条－第１７５条）

第２章 地方防衛支局

第１節 帯広防衛支局（第１７６条－第１８１条）

第２節 東海防衛支局（第１８２条－第１９５条）

第３節 長崎防衛支局（第１９６条－第１９９条）

第４節 熊本防衛支局（第２００条－第２０８条）

第３章 地方防衛事務所

第１節 総則（第２０９条・第２１０条）

第２節 千歳防衛事務所（第２１１条－第２１３条）

第３節 三沢防衛事務所（第２１４条－第２２０条）

第４節 郡山防衛事務所（第２２１条－第２２３条）

第５節 百里防衛事務所（第２２４条－第２２６条）

第６節 宇都宮防衛事務所（第２２７条－第２３０条）

第７節 前橋防衛事務所（第２３１条－第２３３条）
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第８節 千葉防衛事務所（第２３４条－第２３６条）

第９節 横田防衛事務所（第２３７条－第２４３条）

第１０節 新潟防衛事務所（第２４４条－第２４６条）

第１１節 横須賀防衛事務所（第２４７条－第２５３条）

第１２節 座間防衛事務所（第２５４条－第２５８条）

第１３節 吉田防衛事務所（第２５９条－第２６１条）

第１４節 浜松防衛事務所（第２６２条－第２６４条）

第１５節 富士防衛事務所（第２６５条－第２６９条）

第１６節 小松防衛事務所（第２７０条－第２７２条）

第１７節 京都防衛事務所（第２７３条－第２７５条）

第１８節 舞鶴防衛事務所（第２７６条－第２７８条）

第１９節 岐阜防衛事務所（第２７９条－第２８２条）

第２０節 美保防衛事務所（第２８３条－第２８５条）

第２１節 津山防衛事務所（第２８６条－第２８８条）

第２２節 玉野防衛事務所（第２８９条－第２９１条）

第２３節 岩国防衛事務所（第２９２条－第２９７条）

第２４節 高松防衛事務所（第２９８条－第３００条）

第２５節 佐世保防衛事務所（第３０１条－第３０７条）
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第２６節 別府防衛事務所（第３０８条－第３１０条）

第２７節 宮崎防衛事務所（第３１１条－第３１３条）

第２８節 鹿児島防衛事務所（第３１４条－第３１７条）

第２９節 名護防衛事務所（第３１８条－第３２４条）

第４章 雑則（第３２５条－第３２９条）

附則

第１章 地方防衛局

第１節 北海道防衛局

（総務課）

第１条 総務課に、課長補佐３人のほか、次の５係を置

く。

総務係

企画審査係

文書係

人事係

厚生係

２ 総務課に、総合調整官３人、適格性付与専門官１人

及び人事専門官２人を置く。
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３ 総合調整官は、課長の命を受け、課長補佐及び企画

審査係とともに北海道防衛局内の総合調整及び同局の

所掌事務に関する自衛隊の部隊及び機関との連絡調整

に関する事務に従事する。

４ 適格性付与専門官は、課長の命を受け、次に掲げる

事務に従事する。

⑴ 北海道防衛局における適格性の付与に関すること。

⑵ 前号に掲げるもののほか、北海道防衛局における

秘密の保全に関すること。

５ 人事専門官は、課長の命を受け、北海道防衛局にお

ける女性職員活躍及びワークライフバランスの推進に

関する事務に従事する。

（会計課）

第２条 会計課に、課長補佐２人のほか、次の５係を置

く。

総務係

会計係

管理係
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出納係

審査係

（契約課）

第３条 契約課に、課長補佐１人のほか、契約係を置く。

２ 契約課に、入札監視専門官１人及び契約審査専門官

１人を置く。

３ 入札監視専門官は、課長の命を受け、北海道防衛局

の管轄区域内に所在する防衛省本省の内部部局、施設

等機関及び特別の機関並びに防衛装備庁（以下「防衛

省の機関等」という。）が行う入札及び契約（第３２

８条に規定する調達に関するものを除く。以下同じ。

）の適正化に関する事務に従事する。

４ 契約審査専門官は、課長の命を受け、北海道防衛局

が行う入札及び契約の審査に関する事務に従事する。

（報道官）

第４条 総務部に、報道官１人を置く。

２ 報道官は、部長の命を受け、北海道防衛局の所掌事

務の遂行に必要な広報並びに情報の収集整理及び伝達
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に関する事務を総括する。

（地方調整課）

第５条 地方調整課に、基地対策室、地方協力確保室及

び環境対策室並びに課長補佐１人のほか、次の２係を

置く。

総務係

企画係

２ 基地対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設並びに条約に基づいて日本国にある

外国軍隊（以下「駐留軍」という。）の使用に供す

る施設及び区域の設置又は運用若しくは返還に伴い

生ずる諸問題についての調査及び研究並びに当該諸

問題に対する施策の企画及び立案に関すること。

⑵ 防衛省設置法（昭和２９年法律第１６４号。以下

「法」という。）第４条第１項第１２号及び第１９

号に掲げる事務についての地方公共団体及び地域住

民の理解及び協力の確保（以下「防衛施設の取得等

に係る地方協力確保」という。）に関すること（北
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海道防衛局長の指定する事項に限る。）。

⑶ 法第４条第１項第１号から第３号まで、第６号、

第９号、第１３号及び第１４号に掲げる事務につい

ての地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確

保するためのこれらの者との連絡調整（以下「地方

協力確保のための連絡調整」という。）に関するこ

と。

３ 基地対策室に、基地対策室長を置く。

４ 基地対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

５ 基地対策室に、室長補佐２人のほか、次の２係を置

く。

基地対策第１係

基地対策第２係

６ 地方協力確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国

の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関す

る法律（平成１５年法律第７９号）第１条に規定す

る武力攻撃事態等において実施する国民の保護のた
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めの措置等（以下「国民保護措置等」という。）の

うち北海道防衛局が実施するものの総合的な推進に

関すること。

⑵ 前号に掲げるもののほか、法第４条第１項第１号

から第３号まで、第６号、第９号、第１２号から第

１４号まで及び第１９号に掲げる事務についての地

方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保（以

下「地方協力確保」という。）に関すること（基地

対策室の所掌に属するものを除く。）。

７ 地方協力確保室に、地方協力確保室長を置く。

８ 地方協力確保室長は、課長の命を受け、室務を掌理

する。

９ 地方協力確保室に、室長補佐１人のほか、次の２係

を置く。

協力確保第１係

協力確保第２係

１０ 地方協力確保室に、調整官１人を置く。

１１ 調整官は、室長の命を受け、第６項各号に掲げる
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事務に従事する。

１２ 環境対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置又は運用により生ずる環境問題につい

ての調査及び研究並びに当該環境問題に対する施策

の企画及び立案に関すること。

⑵ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域並びにその周辺地域における環境の保全につ

いての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連

絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する

こと。

⑶ 環境の保全に関する技術に係る事項及び諸制度に

ついての調査及び研究に関すること。

１３ 環境対策室に、環境対策室長を置く。

１４ 環境対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理す

る。

１５ 環境対策室に、環境対策係を置く。

（周辺環境整備課）



- 12 -

第６条 周辺環境整備課に、課長補佐２人のほか、次の

５係を置く。

施設対策係

事業調整係

障害防止係

道路係

調整交付金係

（防音対策課）

第７条 防音対策課に、課長補佐３人のほか、次の５係

を置く。

防音係

住宅防音第１係

住宅防音第２係

住宅防音第３係

移転措置係

２ 防音対策課に、調査専門官２人を置く。

３ 調査専門官は、課長の命を受け、防音対策課の所掌

事務に関する調査及び研究に関する事務に従事する。
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（調達計画課）

第８条 調達計画課に、課長補佐２人のほか、次の３係

を置く。

総務係

企画係

計画調整係

２ 調達計画課に、施設緊急復旧計画専門官１人及び検

査官１人を置く。

３ 施設緊急復旧計画専門官は、課長の命を受け、自衛

隊の施設の緊急復旧に係る建設工事（以下「施設緊急

復旧建設工事」という。）の実施に当たって生ずる諸

問題についての調査及び研究並びに当該諸問題に対す

る施策の企画、立案及び調整に関する事務に従事する。

４ 検査官は、課長の命を受け、調達品（防衛装備庁の

所掌事務に係るものに限る。以下同じ。）及びこれに

関する役務に係る検査（監督を含む。第９条第３項、

第３２条の２第３項、第５１条第３項、第７８条の２

第３項、第１００条の２第３項、第１２４条の２第３
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項、第１４０条の２第３項、第１６３条の２第３項及

び第２０９条第５項第５号を除き、以下同じ。）その

他の契約の履行に関する業務（前金払又は概算払によ

る支払金の使途の調査及び原価監査に関するものを除

く。以下同じ。）の実施に関する事務に従事する。

（事業監理課）

第９条 事業監理課に、課長補佐１人のほか、施設情報

管理係を置く。

２ 事業監理課に、建設事業監理官４人を置く。

３ 建設事業監理官は、課長の命を受け、建設工事の設

計に関する事務及び建設工事の施工の促進に関する事

務を総合的かつ効率的に実施するための方針の策定及

び調整並びに建設工事の検査に関する事務に従事する。

（建築課）

第１０条 建築課に、課長補佐１人のほか、次の３係を

置く。

建築第１係

建築第２係
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建築第３係

２ 建築課に、建設監督官１人及び施設基盤強化対策専

門官１人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、建築工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

４ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、自衛

隊の施設の基盤強化に係る建築工事（以下「施設基盤

強化建築工事」という。）の実施に関する事務に従事

する。

（土木課）

第１１条 土木課に、課長補佐１人のほか、次の３係を

置く。

土木第１係

土木第２係

土木第４係

２ 土木課に、施設基盤強化対策専門官１人を置く。

３ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、自衛

隊の施設の基盤強化に係る土木工事（以下「施設基盤
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強化土木工事」という。）の実施に関する事務に従事

する。

（設備課）

第１２条 設備課に、課長補佐１人のほか、次の４係を

置く。

設備第１係

設備第２係

設備第３係

設備第４係

２ 設備課に、建設監督官１人及び施設基盤強化対策専

門官１人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、設備工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

４ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、自衛

隊の施設の基盤強化に係る設備工事（以下「施設基盤

強化設備工事」という。）の実施に関する事務に従事

する。

第１３条 削除
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（業務課）

第１４条 業務課に、調達協力室及び課長補佐１人のほ

か、次の２係を置く。

総務係

漁業補償係

２ 業務課に、調整官１人を置く。

３ 調整官は、課長の命を受け、管理部の事務に関する

総合調整に従事する。

４ 調達協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理

及び処分に関すること。

⑵ 駐留軍のための物品及び役務（工事及び労務を除

く。）の調達並びに駐留軍から返還された物品の管

理、返還及び処分に関すること。

⑶ 駐留軍及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互

防衛援助協定（以下「相互防衛援助協定」という。

）に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦にお

いて遂行する同国政府の職員（以下「駐留軍等」と
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いう。）による又はそのための物品及び役務の調達

に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。

⑷ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安

全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本

国における合衆国軍隊の地位に関する協定（以下「

合衆国軍協定」という。）第１８条及び日本国にお

ける国際連合の軍隊の地位に関する協定第１８条の

規定に基づく請求の処理に関すること。

⑸ 合衆国軍協定第１８条第５項（ｇ）の規定により

同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求

についてのあっせんその他必要な援助に関すること。

⑹ 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間に

おける相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日

本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する

法律（令和５年法律第２６号）第１２条又は第１３

条の規定に基づく請求の処理及び同法第５章の規定

による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援

助並びに日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北
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アイルランド連合王国の軍隊との間における相互の

アクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレー

トブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協

定の実施に関する法律（令和５年法律第２７号）第

１２条又は第１３条の規定に基づく請求の処理及び

同法第５章の規定による特殊海事損害に係る賠償の

請求についての援助に関すること。

⑺ 駐留軍による物品及び役務（労務を除く。）の調

達に関する調査並びに当該調達についての協力に関

すること。

⑻ 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する

給付金の支給に関する法律（昭和３６年法律第２１

５号。以下「被害者給付金支給法」という。）の規

定による給付金の支給に関すること。

⑼ 地方防衛局の職員の行為又は施設に係る損害賠償

に関すること。

⑽ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の
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作成及び収集に関すること。

５ 調達協力室に、調達協力室長を置く。

６ 調達協力室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

７ 調達協力室に、室長補佐１人のほか、次の２係を置

く。

調達協力第１係

調達協力第２係

第１５条 削除

（施設管理課）

第１６条 施設管理課に、施設企画室及び課長補佐２人

のほか、次の３係を置く。

行政財産管理第１係

行政財産管理第２係

提供管理係

２ 施設企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産

の管理に伴い生ずる諸問題についての調査及び研究

に関すること。
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⑵ 駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供並びに

駐留軍に提供した施設及び区域の返還に伴い生ずる

諸問題についての調査及び研究に関すること。

⑶ 前２号の諸問題に対する施策の企画及び立案に関

すること。

３ 施設企画室に、施設企画室長を置く。

４ 施設企画室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

５ 施設企画室に、室長補佐２人のほか、次の３係を置

く。

施設企画第１係

施設企画第２係

施設企画第３係

（施設取得課）

第１７条 施設取得課に、課長補佐１人のほか、次の２

係を置く。

取得係

賃借契約係

（課長補佐等）
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第１８条 課長補佐は、北海道防衛局長の定めるところ

により、課長を補佐し、課務を整理する。

２ 室長補佐は、北海道防衛局長の定めるところにより

、室長を補佐し、室務を整理する。

（係及び係長）

第１９条 係の所掌事務は、北海道防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長又は室長の命を受け、係に分掌された

事務を掌理する。

第２節 東北防衛局

（総務課）

第２０条 総務課に、課長補佐２人のほか、次の５係を

置く。

総務係

企画係

審査係

人事係

厚生係
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２ 総務課に、総合調整官４人、適格性付与専門官１人

及び人事専門官２人を置く。

３ 総合調整官は、課長の命を受け、課長補佐及び企画

係とともに東北防衛局内の総合調整及び同局の所掌事

務に関する自衛隊の部隊及び機関との連絡調整に関す

る事務に従事する。

４ 適格性付与専門官は、課長の命を受け、次に掲げる

事務に従事する。

⑴ 東北防衛局における適格性の付与に関すること。

⑵ 前号に掲げるもののほか、東北防衛局における秘

密の保全に関すること。

５ 人事専門官は、課長の命を受け、東北防衛局におけ

る女性職員活躍及びワークライフバランスの推進に関

する事務に従事する。

（会計課）

第２１条 会計課に、課長補佐２人のほか、次の５係を

置く。

総務係
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会計係

管理係

出納係

審査係

（契約課）

第２２条 契約課に、課長補佐１人のほか、次の３係を

置く。

契約係

契約審査第１係

契約審査第２係

２ 契約課に、入札監視専門官１人を置く。

３ 入札監視専門官は、課長の命を受け、東北防衛局の

管轄区域内に所在する防衛省の機関等が行う入札及び

契約の適正化に関する事務に従事する。

第２３条 削除

（報道官）

第２４条 総務部に、報道官１人を置く。

２ 報道官は、部長の命を受け、東北防衛局の所掌事務
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の遂行に必要な広報並びに情報の収集整理及び伝達に

関する事務を総括する。

（地方調整課）

第２５条 地方調整課に、基地対策室、地方協力確保室

及び環境対策室並びに課長補佐２人のほか、次の４係

を置く。

総務係

企画係

連絡調整第１係

連絡調整第２係

２ 基地対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置又は運用若しくは返還に伴い生ずる諸

問題についての調査及び研究並びに当該諸問題に対

する施策の企画及び立案に関すること。

⑵ 防衛施設の取得等に係る地方協力確保に関するこ

と（東北防衛局長の指定する事項に限る。）。

⑶ 地方協力確保のための連絡調整に関すること。
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３ 基地対策室に、基地対策室長を置く。

４ 基地対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

５ 基地対策室に、室長補佐２人のほか、次の３係を置

く。

基地対策第１係

基地対策第２係

基地対策第３係

６ 基地対策室に、調査専門官１人を置く。

７ 調査専門官は、室長の命を受け、基地対策室の所掌

事務に関する調査及び研究に関する事務に従事する。

８ 地方協力確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 国民保護措置等のうち東北防衛局が実施するもの

の総合的な推進に関すること。

⑵ 前号に掲げるもののほか、地方協力確保に関する

こと（基地対策室の所掌に属するものを除く。）。

９ 地方協力確保室に、地方協力確保室長を置く。

１０ 地方協力確保室長は、課長の命を受け、室務を掌

理する。
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１１ 地方協力確保室に、室長補佐１人のほか、次の２

係を置く。

協力確保係

企画調整係

１２ 環境対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置又は運用により生ずる環境問題につい

ての調査及び研究並びに当該環境問題に対する施策

の企画及び立案に関すること。

⑵ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域並びにその周辺地域における環境の保全につ

いての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連

絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する

こと。

⑶ 環境の保全に関する技術に係る事項及び諸制度に

ついての調査及び研究に関すること。

１３ 環境対策室に、環境対策室長を置く。

１４ 環境対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理す
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る。

１５ 環境対策室に、環境対策専門官１人を置く。

１６ 環境対策専門官は、室長の命を受け、環境の保全

に関する技術に係る事項及び諸制度についての調査及

び研究に関する事務に従事する。

（周辺環境整備課）

第２６条 周辺環境整備課に、課長補佐２人のほか、次

の６係を置く。

施設対策第１係

施設対策第２係

調整交付金係

障害防止第１係

障害防止第２係

道路係

２ 周辺環境整備課に、施設対策専門官１人及び事業調

整専門官１人を置く。

３ 施設対策専門官は、課長の命を受け、周辺環境整備

課の所掌事務に関する調査及び研究並びに施設対策に
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係る事業の取りまとめに関する事務に従事する。

４ 事業調整専門官は、課長の命を受け、周辺環境整備

課の所掌事務に関する調査及び研究並びに事業の調整

に関する事務に従事する。

（防音対策課）

第２７条 防音対策課に、課長補佐４人のほか、次の８

係を置く。

防音係

住宅防音第１係

住宅防音第２係

住宅防音第３係

住宅防音第４係

砲撃音防音係

移転措置第１係

移転措置第２係

２ 防音対策課に、調査専門官２人を置く。

３ 調査専門官は、課長の命を受け、防音対策課の所掌

事務に関する調査及び研究に関する事務に従事する。
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（業務課）

第２８条 業務課に、課長補佐１人のほか、次の３係を

置く。

業務係

事故補償第１係

事故補償第２係

２ 業務課に、渉外専門官１人を置く。

３ 渉外専門官は、課長の命を受け、企画部の所掌事務

に関する渉外に関する事務に従事する。

（施設補償課）

第２９条 施設補償課に、課長補佐１人のほか、次の３

係を置く。

漁業補償第１係

漁業補償第２係

施設補償係

（施設管理課）

第３０条 施設管理課に、施設企画室及び課長補佐３人

のほか、次の７係を置く。
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行政財産管理第１係

行政財産管理第２係

行政財産台帳第１係

行政財産台帳第２係

緑化対策第１係

緑化対策第２係

提供管理係

２ 施設企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産

の管理に伴い生ずる諸問題についての調査及び研究

に関すること。

⑵ 駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供並びに

駐留軍に提供した施設及び区域の返還に伴い生ずる

諸問題についての調査及び研究に関すること。

⑶ 前２号の諸問題に対する施策の企画及び立案に関

すること。

３ 施設企画室に、施設企画室長を置く。

４ 施設企画室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。
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５ 施設企画室に、室長補佐３人のほか、次の３係を置

く。

施設企画第１係

施設企画第２係

施設企画第３係

（施設取得課）

第３１条 施設取得課に、課長補佐１人のほか、次の３

係を置く。

取得係

賃借契約第１係

賃借契約第２係

（調達計画課）

第３２条 調達計画課に、課長補佐２人のほか、次の５

係を置く。

総務係

企画係

計画調整第１係

計画調整第２係
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計画調整第３係

２ 調達計画課に、工事調整専門官１人及び施設緊急復

旧計画専門官１人を置く。

３ 工事調整専門官は、課長の命を受け、建設工事の実

施に当たって生ずる諸問題についての調査及び研究並

びに当該諸問題に対する施策の企画、立案及び調整に

関する事務に従事する。

４ 施設緊急復旧計画専門官は、課長の命を受け、施設

緊急復旧建設工事の実施に当たって生ずる諸問題につ

いての調査及び研究並びに当該諸問題に対する施策の

企画、立案及び調整に関する事務に従事する。

（事業監理課）

第３２条の２ 事業監理課に、課長補佐１人のほか、施

設情報管理係を置く。

２ 事業監理課に、施設情報監理官１人及び建設事業監

理官２人を置く。

３ 施設情報監理官は、課長の命を受け、施設の保全に

資する情報管理に関する事務に従事する。



- 34 -

４ 建設事業監理官は、課長の命を受け、建設工事の設

計に関する事務及び建設工事の施工の促進に関する事

務を総合的かつ効率的に実施するための方針の策定及

び調整並びに建設工事の検査に関する事務に従事する。

（建築課）

第３３条 建築課に、課長補佐２人のほか、次の５係を

置く。

建築第１係

建築第２係

建築第３係

建築第４係

建築第５係

２ 建築課に、建設監督官１人及び施設基盤強化対策専

門官１人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、建築工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

４ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設

基盤強化建築工事の実施に関する事務に従事する。
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（土木課）

第３４条 土木課に、課長補佐１人のほか、次の４係を

置く。

土木第１係

土木第２係

土木第３係

土木第４係

２ 土木課に、建設監督官１人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、土木工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

（設備課）

第３５条 設備課に、課長補佐２人のほか、次の５係を

置く。

設備第１係

設備第２係

設備第３係

設備第４係

設備第５係
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２ 設備課に、建設監督官１人及び施設基盤強化対策専

門官１人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、設備工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

４ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設

基盤強化設備工事の実施に関する事務に従事する。

（総括建設監督官）

第３６条 調達部に、総括建設監督官１人を置く。

２ 総括建設監督官は、部長の命を受け、建設工事の施

工の監督に関する事務を総括する。

（課長補佐等）

第３７条 課長補佐は、東北防衛局長の定めるところに

より、課長を補佐し、課務を整理する。

２ 室長補佐は、東北防衛局長の定めるところにより、

室長を補佐し、室務を整理する。

（係及び係長）

第３８条 係の所掌事務は、東北防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。
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３ 係長は、課長又は室長の命を受け、係に分掌された

事務を掌理する。

第３節 北関東防衛局

（総務課）

第３９条 総務課に、課長補佐４人のほか、次の９係を

置く。

総務係

企画係

文書係

個人情報・情報公開係

人事第１係

人事第２係

厚生係

共済係

情報化推進係

２ 総務課に、総合調整官４人、適格性付与専門官１人

、労務対策調査専門官１人、教育研修専門官１人及び

人事専門官４人を置く。
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３ 総合調整官は、課長の命を受け、課長補佐及び企画

係とともに北関東防衛局内の総合調整及び同局の所掌

事務に関する自衛隊の部隊及び機関との連絡調整に関

する事務に従事する。

４ 適格性付与専門官は、課長の命を受け、次に掲げる

事務に従事する。

⑴ 北関東防衛局における適格性の付与に関すること。

⑵ 前号に掲げるもののほか、北関東防衛局における

秘密の保全に関すること。

５ 労務対策調査専門官は、課長の命を受け、次に掲げ

る事務に従事する。

⑴ 駐留軍等並びに諸機関（合衆国軍協定第１５条第

１項（ａ）に規定する諸機関をいう。）のために労

務に服する者（以下「駐留軍等労働者」という。）

の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚

生に関すること。

⑵ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の
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作成及び収集（以下「防衛施設の設置運営調査等」

という。）に関すること（北関東防衛局長の指定す

る事項に限る。）。

６ 教育研修専門官は、課長の命を受け、北関東防衛局

における法令の遵守及びパワー・ハラスメントを始め

とする各種ハラスメントの防止等のための教育及び研

修に関する事務に従事する。

７ 人事専門官は、課長の命を受け、北関東防衛局にお

ける女性職員活躍及びワークライフバランスの推進に

関する事務に従事する。

（会計課）

第４０条 会計課に、課長補佐２人のほか、次の８係を

置く。

総務係

予算係

会計係

管理係

決算係
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出納係

審査第１係

審査第２係

（契約課）

第４１条 契約課に、課長補佐２人のほか、次の５係を

置く。

契約第１係

契約第２係

契約審査第１係

契約審査第２係

契約審査第３係

２ 契約課に、入札監視専門官１人を置く。

３ 入札監視専門官は、課長の命を受け、北関東防衛局

の管轄区域内に所在する防衛省の機関等が行う入札及

び契約の適正化に関する事務に従事する。

第４２条 削除

（報道官）

第４３条 総務部に、報道官１人を置く。
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２ 報道官は、部長の命を受け、北関東防衛局の所掌事

務の遂行に必要な広報並びに情報の収集整理及び伝達

に関する事務を総括する。

（訟務官）

第４４条 総務部に、訟務官１人を置く。

２ 訟務官は、部長の命を受け、争訟に関する事務を総

括する。

（地方調整課）

第４５条 地方調整課に、基地対策室、連絡調整室及び

環境対策室並びに課長補佐１人のほか、次の３係を置

く。

総務係

企画係

計画調整係

２ 地方調整課に、再編調整専門官１人、渉外専門官１

人及び訟務専門官１人を置く。

３ 再編調整専門官は、課長の命を受け、地方調整課の

所掌事務に関する調査及び研究に関する事務に従事す
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る。

４ 渉外専門官は、課長の命を受け、企画部の所掌事務

に関する渉外に関する事務に従事する。

５ 訟務専門官は、課長の命を受け、企画部の所掌事務

に関する訴訟に関する事務に従事する。

６ 基地対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置又は運用若しくは返還に伴い生ずる諸

問題についての調査及び研究並びに当該諸問題に対

する施策の企画及び立案に関すること。

⑵ 法第４条第１項第１号から第３号まで、第６号、

第９号、第１２号から第１４号まで及び第１９号に

掲げる事務についての地方公共団体及び地域住民の

理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡

調整に関すること（法第４条第１項第１２号及び第

１９号に掲げる事務に関しては、北関東防衛局長の

指定する事項に限る。）。

７ 基地対策室に、基地対策室長を置く。
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８ 基地対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

９ 基地対策室に、室長補佐３人のほか、次の４係を置

く。

基地対策第１係

基地対策第２係

基地対策第３係

基地対策第４係

１０ 基地対策室に、調査専門官１人を置く。

１１ 調査専門官は、室長の命を受け、基地対策室の所

掌事務に関する調査及び研究に関する事務に従事する。

１２ 連絡調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設の取得に関する事務及び自衛隊の施

設の使用条件についての利害関係人又は関係行政機

関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整

に関すること（基地対策室の所掌に属するものを除

く。）。

⑵ 駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、使用

条件の変更及び返還に関する事務についての駐留軍
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、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並

びにそれらの間の意見の調整に関すること（基地対

策室の所掌に属するものを除く。）。

１３ 連絡調整室に、連絡調整室長を置く。

１４ 連絡調整室長は、課長の命を受け、室務を掌理す

る。

１５ 連絡調整室に、室長補佐１人のほか、次の３係を

置く。

渉外係

連絡調整第１係

連絡調整第２係

１６ 環境対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び

区域の設置又は運用により生ずる環境問題についての

調査及び研究並びに当該環境問題に対する施策の企画

及び立案に関すること。

⑵ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び

区域並びにその周辺地域における環境の保全について
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の駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び

交渉並びにそれらの間の意見の調整に関すること。

⑶ 環境の保全に関する技術に係る事項及び諸制度につ

いての調査及び研究に関すること。

１７ 環境対策室に、環境対策室長を置く。

１８ 環境対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

１９ 環境対策室に、環境対策係を置く。

２０ 環境対策室に、環境対策専門官１人を置く。

２１ 環境対策専門官は、室長の命を受け、環境の保全に

関する技術に係る事項及び諸制度についての調査及び研

究に関する事務に従事する。

（地方協力基盤整備課）

第４６条 地方協力基盤整備課に、課長補佐２人のほか

、次の２係を置く。

協力確保係

企画調整係

２ 地方協力基盤整備課に、調整官１人及び連携強化専

門官１人を置く。
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３ 調整官は、課長の命を受け、次に掲げる事務に従事

する。

⑴ 国民保護措置等のうち北関東防衛局が実施するも

のの総合的な推進に関すること。

⑵ 前号に掲げるもののほか、地方協力確保に関する

こと。

４ 連携強化専門官は、課長の命を受け、地方協力確保

に係る地方公共団体等との連携に関する事務に従事す

る。

（周辺環境整備課）

第４７条 周辺環境整備課に、課長補佐４人のほか、次

の７係を置く。

事業調整係

施設対策第１係

施設対策第２係

障害防止第１係

障害防止第２係

道路係
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調整交付金係

（防音対策課）

第４８条 防音対策課に、課長補佐２人のほか、次の６

係を置く。

事業調整係

防音第１係

防音第２係

防音第３係

防音第４係

防音第５係

２ 防音対策課に、事業調整専門官１人を置く。

３ 事業調整専門官は、課長の命を受け、防音対策課の

所掌事務に関する調査及び研究並びに事業の調整に関

する事務に従事する。

（住宅防音課）

第４９条 住宅防音課に、住宅防音企画室及び課長補佐

２人のほか、次の７係を置く。

住宅防音第１係
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住宅防音第２係

住宅防音第３係

住宅防音第４係

移転措置第１係

移転措置第２係

移転措置第３係

２ 住宅防音企画室は、防衛施設周辺の生活環境の整備

等に関する法律（昭和４９年法律第１０１号。以下「

防衛施設周辺環境整備法」という。）第４条の規定に

よる措置並びに自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に

供する施設及び区域の設置若しくは運用により生ずる

音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当

該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区

域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、同

条の規定による措置に準ずるものに関する事務をつか

さどる（北関東防衛局長の指定する事項に限る。）。

３ 住宅防音企画室に、住宅防音企画室長を置く。

４ 住宅防音企画室長は、課長の命を受け、室務を掌理
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する。

５ 住宅防音企画室に、室長補佐２人のほか、次の７係

を置く。

住宅防音企画第１係

住宅防音企画第２係

住宅防音企画第３係

住宅防音企画第４係

住宅防音企画第５係

住宅防音企画第６係

住宅防音企画第７係

６ 住宅防音企画室に、調査専門官１人を置く。

７ 調査専門官は、室長の命を受け、住宅防音企画室の

所掌事務に関する調査及び研究に関する事務に従事す

る。

（調達計画課）

第５０条 調達計画課に、課長補佐３人のほか、次の６

係を置く。

総務係
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企画係

計画調整第１係

計画調整第２係

計画調整第３係

計画調整第４係

２ 調達計画課に、工事調整専門官３人及び施設緊急復

旧計画専門官１人を置く。

３ 工事調整専門官は、課長の命を受け、建設工事の実

施に当たって生ずる諸問題についての調査及び研究並

びに当該諸問題に対する施策の企画、立案及び調整に

関する事務に従事する。

４ 施設緊急復旧計画専門官は、課長の命を受け、施設

緊急復旧建設工事の実施に当たって生ずる諸問題につ

いての調査及び研究並びに当該諸問題に対する施策の

企画、立案及び調整に関する事務に従事する。

（事業監理課）

第５１条 事業監理課に、課長補佐１人のほか、次の５

係を置く。
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施設情報管理第１係

施設情報管理第２係

事業監理第１係

事業監理第２係

事業監理第３係

２ 事業監理課に、建設事業監理官５人を置く。

３ 建設事業監理官は、課長の命を受け、建設工事の設

計に関する事務及び建設工事の施工の促進に関する事

務を総合的かつ効率的に実施するための方針の策定及

び調整並びに建設工事の検査に関する事務に従事する。

（建築課）

第５２条 建築課に、課長補佐３人のほか、次の７係を

置く。

建築第１係

建築第２係

建築第３係

建築第４係

建築第５係
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建築第６係

建築第７係

２ 建築課に、建設監督官１人及び施設基盤強化対策専

門官１人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、建築工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

４ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設

基盤強化建築工事の実施に関する事務に従事する。

（土木課）

第５３条 土木課に、課長補佐２人のほか、次の３係を

置く。

土木第１係

土木第２係

土木第３係

２ 土木課に、施設基盤強化対策専門官１人を置く。

３ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設

基盤強化土木工事の実施に関する事務に従事する。

（設備課）
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第５４条 設備課に、課長補佐４人のほか、次の９係を

置く。

設備第１係

設備第２係

設備第３係

設備第４係

設備第５係

設備第６係

設備第７係

設備第８係

設備第９係

２ 設備課に、建設監督官２人及び施設基盤強化対策専

門官１人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、設備工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

４ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設

基盤強化設備工事の実施に関する事務に従事する。

（総括建設監督官）
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第５５条 調達部に、総括建設監督官１人を置く。

２ 総括建設監督官は、部長の命を受け、建設工事の施

工の監督に関する事務を総括する。

（業務課）

第５６条 業務課に、課長補佐２人のほか、次の６係を

置く。

総務係

計画調整係

渉外係

業務第１係

業務第２係

事故補償係

２ 業務課に、渉外専門官１人を置く。

３ 渉外専門官は、課長の命を受け、管理部の所掌事務

に関する渉外に関する事務に従事する。

（施設補償課）

第５７条 施設補償課に、課長補佐１人のほか、次の３

係を置く。
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漁業補償第１係

漁業補償第２係

特別補償係

（施設管理課）

第５８条 施設管理課に、施設企画室及び課長補佐５人

のほか、次の１２係を置く。

行政財産管理第１係

行政財産管理第２係

行政財産管理第３係

行政財産管理第４係

行政財産管理第５係

行政財産管理第６係

行政財産台帳第１係

行政財産台帳第２係

緑化対策係

国有財産管理係

提供管理第１係

提供管理第２係
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２ 施設管理課に、国有財産管理専門官１人を置く。

３ 国有財産管理専門官は、課長の命を受け、次に掲げ

る事務に従事する。

⑴ 国有財産（庁舎及び職員の宿舎に供される国有財

産（第９９条の３及び第１４７条において「行政財

産」という。）を除く。以下同じ。）の管理に当た

って生ずる諸問題についての調査及び研究並びに当

該諸問題に対する施策の企画、立案及び調整に関す

ること。

⑵ 国有財産の管理に関する調査、研究及び資料の収

集並びに施設管理課の所掌事務に係る資料の整理に

関すること。

⑶ 前２号に掲げるもののほか、施設管理課の所掌事

務で課長の指定するものに関すること。

４ 施設企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産

の管理に伴い生ずる諸問題についての調査及び研究

に関すること。
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⑵ 駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供並びに

駐留軍に提供した施設及び区域の返還に伴い生ずる

諸問題についての調査及び研究に関すること。

⑶ 前２号の諸問題に対する施策の企画及び立案に関

すること。

５ 施設企画室に、施設企画室長を置く。

６ 施設企画室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

７ 施設企画室に、室長補佐３人のほか、次の４係を置

く。

施設企画第１係

施設企画第２係

施設企画第３係

施設企画第４係

（施設取得課）

第５９条 施設取得課に、課長補佐２人のほか、次の６

係を置く。

取得係

賃借契約第１係
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賃借契約第２係

賃借契約第３係

賃借契約第４係

賃借契約第５係

（装備企画課）

第６０条 装備企画課に、課長補佐１人のほか、次の２

係を置く。

総務係

企画係

２ 装備企画課に、保全専門官５人及び情報セキュリテ

ィ監査官１３人を置く。

３ 保全専門官は、課長の命を受け、調達品及びこれに

関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に

関する事務に従事する。

４ 情報セキュリティ監査官は、課長の命を受け、調達

品及びこれに関する役務に係る契約に係る保護すべき

情報（秘密を除く。以下同じ。）の保全についての監

査に関する事務に従事する。
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（装備第１課）

第６１条 装備第１課に、管理係を置く。

２ 装備第１課に、装備管理官３人、システム調整官１

人、原価監査官７人及び検査官３３人を置く。

３ 装備管理官は、課長の命を受け、装備品等及び役務

（防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。

）に関する業態調査及び価格の調査並びに調達品及

びこれに関する役務に係る原価監査及び検査その他の

契約の履行についての業務（システム調整官が所掌す

るものを除く。）に関し、重要な専門的事項に関する

事務を総括する。

４ システム調整官は、課長の命を受け、部長が指定す

る品目について、調達品及びこれに関する役務に係る

原価監査及び検査その他の契約の履行に関し、重要な

専門的事項に関する事務を総括する。

５ 原価監査官は、課長の命を受け、次に掲げる事務に

従事する。

⑴ 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
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⑵ 装備品等及び役務に関する価格の調査に関するこ

と。

⑶ 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概

算払による支払金の使途の調査に関すること。

⑷ 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関

すること。

６ 検査官は、課長の命を受け、調達品及びこれに関す

る役務に係る検査その他の契約の履行に関する業務の

実施に関する事務に従事する。

（装備第２課）

第６２条 装備第２課に、管理係を置く。

２ 装備第２課に、装備管理官３人、システム調整官１

人、原価監査官５人、検査官４２人及び政府品質管理

専門官５人を置く。

３ 装備管理官は、課長の命を受け、装備品等及び役務

に関する業態調査及び価格の調査並びに調達品及びこ

れに関する役務に係る原価監査及び検査その他の契約

の履行についての業務（システム調整官が所掌するも
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のを除く。）に関し、重要な専門的事項に関する事務

を総括する。

４ システム調整官は、課長の命を受け、部長が指定す

る品目について、調達品及びこれに関する役務に係る

原価監査及び検査その他の契約の履行に関し、重要な

専門的事項に関する事務を総括する。

５ 原価監査官は、課長の命を受け、次に掲げる事務に

従事する。

⑴ 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

⑵ 装備品等及び役務に関する価格の調査に関するこ

と。

⑶ 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概

算払による支払金の使途の調査に関すること。

⑷ 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関

すること。

６ 検査官は、課長の命を受け、調達品及びこれに関す

る役務に係る検査その他の契約の履行に関する業務の

実施に関する事務に従事する。
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７ 政府品質管理専門官は、課長の命を受け、国際協力

に関する事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係

るものに関する事務に従事する。

（首席検査官）

第６３条 装備部に、首席検査官１人を置く。

２ 首席検査官は、部長の命を受け、調達品及びこれに

関する役務に係る検査に関する重要な事項についての

調査、企画及び立案を行うとともに、当該事務を総括

する。

（課長補佐等）

第６４条 課長補佐は、北関東防衛局長の定めるところ

により、課長を補佐し、課務を整理する。

２ 室長補佐は、北関東防衛局長の定めるところにより

、室長を補佐し、室務を整理する。

（係及び係長）

第６５条 係の所掌事務は、北関東防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長又は室長の命を受け、係に分掌された
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事務を掌理する。

第４節 南関東防衛局

（労務対策官）

第６６条 労務管理官の下に、労務対策官１人を置く。

２ 労務対策官は、労務管理官の命を受け、労務管理官

の所掌事務を総括する。

３ 労務対策官の下に、労務対策調査専門官１人及び安

全衛生専門官１人を置く。

４ 労務対策調査専門官は、労務対策官の命を受け、次

に掲げる事務に従事する。

⑴ 駐留軍等労働者の雇入れ、提供、解雇、労務管理

、給与及び福利厚生に関すること（安全衛生専門官

の所掌に属するものを除く。）。

⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（南関東

防衛局長の指定する事項に限る。）。

５ 安全衛生専門官は、労務対策官の命を受け、次に掲

げる事務に従事する。

⑴ 駐留軍等労働者の安全衛生に関すること。
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⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（南関東

防衛局長の指定する事項に限る。）。

（総務課）

第６７条 総務課に、課長補佐３人のほか、次の６係を

置く。

総務係

企画係

審査係

人事係

厚生係

共済係

２ 総務課に、総合調整官４人、適格性付与専門官１人

、調査専門官１人及び人事専門官３人を置く。

３ 総合調整官は、課長の命を受け、課長補佐及び企画

係とともに南関東防衛局内の総合調整及び同局の所掌

事務に関する自衛隊の部隊及び機関との連絡調整に関

する事務に従事する。

４ 適格性付与専門官は、課長の命を受け、次に掲げる
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事務に従事する。

⑴ 南関東防衛局における適格性の付与に関すること。

⑵ 前号に掲げるもののほか、南関東防衛局における

秘密の保全に関すること。

５ 調査専門官は、課長の命を受け、総務課の所掌事務

に関する調査及び研究に関する事務に従事する。

６ 人事専門官は、課長の命を受け、南関東防衛局にお

ける女性職員活躍及びワークライフバランスの推進に

関する事務に従事する。

（会計課）

第６８条 会計課に、課長補佐２人のほか、次の７係を

置く。

総務係

会計係

管理係

決算係

出納係

審査第１係
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審査第２係

（契約課）

第６９条 契約課に、課長補佐２人のほか、次の４係を

置く。

契約第１係

契約第２係

契約審査第１係

契約審査第２係

（報道官）

第７０条 総務部に、報道官１人を置く。

２ 報道官は、部長の命を受け、南関東防衛局の所掌事

務の遂行に必要な広報並びに情報の収集整理及び伝達

に関する事務を総括する。

（訟務官）

第７１条 総務部に、訟務官１人を置く。

２ 訟務官は、部長の命を受け、争訟に関する事務を総

括する。

（地方調整課）
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第７２条 地方調整課に、基地対策室、地方協力確保室

、連絡調整室及び環境対策室並びに課長補佐２人のほ

か、次の３係を置く。

総務係

企画第１係

企画第２係

２ 地方調整課に、再編調整専門官１人、訟務専門官１

人及び調査専門官１人を置く。

３ 再編調整専門官は、課長の命を受け、地方調整課の

所掌事務に関する調査及び研究に関する事務に従事す

る。

４ 訟務専門官は、課長の命を受け、企画部の所掌事務

に関する訴訟に関する事務に従事する。

５ 調査専門官は、課長の命を受け、地方調整課の所掌

事務に関する調査及び研究に関する事務に従事する。

６ 基地対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置又は運用若しくは返還に伴い生ずる諸
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問題についての調査及び研究並びに当該諸問題に対

する施策の企画及び立案に関すること（環境対策室

の所掌に属するものを除く。）。

⑵ 防衛施設の取得等に係る地方協力確保に関するこ

と（南関東防衛局長の指定する事項に限る。）。

⑶ 地方協力確保のための連絡調整に関すること（環

境対策室の所掌に属するものを除く。）。

７ 基地対策室に、基地対策室長を置く。

８ 基地対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

９ 基地対策室に、室長補佐２人のほか、次の２係を置

く。

基地対策第１係

基地対策第２係

１０ 基地対策室に、調査専門官２人を置く。

１１ 調査専門官は、室長の命を受け、基地対策室の所

掌事務に関する調査及び研究に関する事務に従事する。

１２ 地方協力確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 国民保護措置等のうち南関東防衛局が実施するも
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のの総合的な推進に関すること。

⑵ 前号に掲げるもののほか、地方協力確保に関する

こと（基地対策室、連絡調整室及び環境対策室の所

掌に属するものを除く。）。

１３ 地方協力確保室に、地方協力確保室長を置く。

１４ 地方協力確保室長は、課長の命を受け、室務を掌

理する。

１５ 地方協力確保室に、室長補佐１人のほか、次の２

係を置く。

協力確保係

企画調整係

１６ 地方協力確保室に、調整官１人を置く。

１７ 調整官は、室長の命を受け、第１２項各号に掲げ

る事務に従事する。

１８ 連絡調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設の取得に関する事務及び自衛隊の施

設の使用条件についての利害関係人又は関係行政機

関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整



- 70 -

に関すること（基地対策室及び環境対策室の所掌に

属するものを除く。）。

⑵ 駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、使用

条件の変更及び返還に関する事務についての駐留軍

、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並

びにそれらの間の意見の調整に関すること（基地対

策室及び環境対策室の所掌に属するものを除く。）。

１９ 連絡調整室に、連絡調整室長を置く。

２０ 連絡調整室長は、課長の命を受け、室務を掌理す

る。

２１ 連絡調整室に、室長補佐２人のほか、次の２係を

置く。

連絡調整第１係

連絡調整第２係

２２ 連絡調整室に、渉外専門官１人を置く。

２３ 渉外専門官は、室長の命を受け、企画部の所掌事

務に関する渉外に関する事務に従事する。

２４ 環境対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。



- 71 -

⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置又は運用により生ずる環境問題につい

ての調査及び研究並びに当該環境問題に対する施策

の企画及び立案に関すること。

⑵ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域並びにその周辺地域における環境の保全につ

いての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連

絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する

こと。

⑶ 環境の保全に関する技術に係る事項及び諸制度に

ついての調査及び研究に関すること。

２５ 環境対策室に、環境対策室長を置く。

２６ 環境対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理す

る。

２７ 環境対策室に、室長補佐１人のほか、環境対策係

を置く。

（施設対策計画課）

第７３条 施設対策計画課に、課長補佐２人のほか、次
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の２係を置く。

調整交付金第１係

調整交付金第２係

（周辺環境整備課）

第７４条 周辺環境整備課に、課長補佐３人のほか、次

の６係を置く。

施設対策第１係

施設対策第２係

障害防止第１係

障害防止第２係

障害防止第３係

道路係

（防音対策課）

第７５条 防音対策課に、課長補佐２人のほか、次の５

係を置く。

防音第１係

防音第２係

砲撃音防音第１係
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砲撃音防音第２係

移転措置係

（住宅防音第１課）

第７６条 住宅防音第１課に、住宅防音企画室及び課長

補佐２人のほか、次の７係を置く。

住宅防音第１係

住宅防音第２係

住宅防音第３係

住宅防音第４係

住宅防音第５係

住宅防音第６係

住宅防音第７係

２ 住宅防音第１課に、調査専門官１人を置く。

３ 調査専門官は、課長の命を受け、住宅防音第１課の

所掌事務に関する調査及び研究に関する事務に従事す

る。

４ 住宅防音企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 防衛施設周辺環境整備法第４条、第５条第１項及
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び第６条第１項の規定による指定に関すること。

⑵ 前号に掲げるもののほか、防衛施設周辺環境整備

法第４条の規定による措置並びに自衛隊の施設若し

くは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置若し

くは運用により生ずる音響に起因する障害を防止し

、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍

の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省

が行う特別の措置のうち、同条の規定による措置に

準ずるものに関すること（南関東防衛局長の指定す

る事項に限る。）。

５ 住宅防音企画室に、住宅防音企画室長を置く。

６ 住宅防音企画室長は、課長の命を受け、室務を掌理

する。

７ 住宅防音企画室に、室長補佐１人のほか、次の４係

を置く。

住宅防音企画第１係

住宅防音企画第２係

住宅防音企画第３係
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住宅防音企画第４係

（住宅防音第２課）

第７７条 住宅防音第２課に、課長補佐３人のほか、次

の８係を置く。

住宅防音第１係

住宅防音第２係

住宅防音第３係

住宅防音第４係

住宅防音第５係

住宅防音第６係

住宅防音第７係

住宅防音第８係

（調達計画課）

第７８条 調達計画課に、課長補佐４人のほか、次の７

係を置く。

総務係

企画係

計画調整第１係
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計画調整第２係

計画調整第３係

計画調整第４係

計画調整第５係

２ 調達計画課に、工事調整専門官２人及び施設緊急復

旧計画専門官１人を置く。

３ 工事調整専門官は、課長の命を受け、建設工事の実

施に当たって生ずる諸問題についての調査及び研究並

びに当該諸問題に対する施策の企画、立案及び調整に

関する事務に従事する。

４ 施設緊急復旧計画専門官は、課長の命を受け、施設

緊急復旧建設工事の実施に当たって生ずる諸問題につ

いての調査及び研究並びに当該諸問題に対する施策の

企画、立案及び調整に関する事務に従事する。

（事業監理課）

第７８条の２ 事業監理課に、課長補佐１人のほか、施

設情報管理係を置く。

２ 事業監理課に、建設事業監理官５人を置く。
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３ 建設事業監理官は、課長の命を受け、建設工事の設

計に関する事務及び建設工事の施工の促進に関する事

務を総合的かつ効率的に実施するための方針の策定及

び調整並びに建設工事の検査に関する事務に従事する。

（建築課）

第７９条 建築課に、課長補佐２人のほか、次の５係を

置く。

建築第１係

建築第２係

建築第３係

建築第４係

建築第５係

２ 建築課に、建設監督官４人及び施設基盤強化対策専

門官１人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、建築工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

４ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設

基盤強化建築工事の実施に関する事務に従事する。
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（土木課）

第８０条 土木課に、課長補佐２人のほか、次の６係を

置く。

土木第１係

土木第２係

土木第３係

土木第４係

土木第５係

土木第６係

２ 土木課に、建設監督官２人及び施設基盤強化対策専

門官１人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、土木工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

４ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設

基盤強化土木工事の実施に関する事務に従事する。

（設備課）

第８１条 設備課に、課長補佐４人のほか、次の７係を

置く。
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設備第１係

設備第２係

設備第３係

設備第４係

設備第５係

設備第６係

設備第７係

２ 設備課に、建設監督官４人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、設備工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

（装備課）

第８２条 装備課に、課長補佐１人のほか、管理係を置

く。

２ 装備課に、装備管理官５人、システム調整官２人、

原価監査官１５人、検査官５２人、保全専門官４人、

情報セキュリティ監査官３人及び政府品質管理専門官

２人を置く。

３ 装備管理官は、課長の命を受け、装備品等及び役務
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に関する業態調査及び価格の調査並びに調達品及びこ

れに関する役務に係る原価監査及び検査その他の契約

の履行についての業務（システム調整官が所掌するも

のを除く。）に関し、重要な専門的事項に関する事務

を総括する。

４ システム調整官は、課長の命を受け、部長が指定す

る品目について、調達品及びこれに関する役務に係る

原価監査及び検査その他の契約の履行に関し、重要な

専門的事項に関する事務を総括する。

５ 原価監査官は、課長の命を受け、次に掲げる事務に

従事する。

⑴ 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

⑵ 装備品等及び役務に関する価格の調査に関するこ

と。

⑶ 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概

算払による支払金の使途の調査に関すること。

⑷ 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関

すること。
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６ 検査官は、課長の命を受け、調達品及びこれに関す

る役務に係る検査その他の契約の履行に関する業務の

実施に関する事務に従事する。

７ 保全専門官は、課長の命を受け、調達品及びこれに

関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に

関する事務に従事する。

８ 情報セキュリティ監査官は、課長の命を受け、調達

品及びこれに関する役務に係る契約に係る保護すべき

情報の保全についての監査に関する事務に従事する。

９ 政府品質管理専門官は、課長の命を受け、国際協力

に関する事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係

るものに関する事務に従事する。

（総括建設監督官）

第８３条 調達部に、総括建設監督官１人を置く。

２ 総括建設監督官は、部長の命を受け、建設工事の施

工の監督に関する事務を総括する。

（首席検査官）

第８４条 調達部に、首席検査官１人を置く。
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２ 首席検査官は、部長の命を受け、調達品及びこれに

関する役務に係る検査に関する重要な事項についての

調査、企画及び立案を行うとともに、当該事務を総括

する。

（業務課）

第８５条 業務課に、課長補佐３人のほか、次の６係を

置く。

総務係

企画係

予算統計係

業務係

事故補償第１係

事故補償第２係

２ 業務課に、渉外専門官１人及び訟務専門官１人を置

く。

３ 渉外専門官は、課長の命を受け、管理部の所掌事務

に関する渉外に関する事務に従事する。

４ 訟務専門官は、課長の命を受け、管理部の所掌事務
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に関する訴訟に関する事務に従事する。

（施設補償第１課）

第８６条 施設補償第１課に、課長補佐１人のほか、次

の２係を置く。

漁業補償係

施設補償係

（施設補償第２課）

２ 施設補償第１課に、補償専門官１人を置く。

３ 補償専門官は、課長の命を受け、施設補償第１課の

所掌事務に関する調査及び研究に関する事務に従事す

る。

第８７条 施設補償第２課に、課長補佐２人のほか、次

の３係を置く。

中間補償第１係

中間補償第２係

中間補償第３係

（施設管理課）

第８８条 施設管理課に、施設企画室及び課長補佐６人
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のほか、次の１３係を置く。

行政財産管理第１係

行政財産管理第２係

行政財産管理第３係

行政財産管理第４係

行政財産台帳係

国有財産調査第１係

国有財産調査第２係

国有財産調査第３係

提供管理第１係

提供管理第２係

提供管理第３係

提供管理第４係

返還措置係

２ 施設管理課に、国有財産管理専門官１人及び返還財

産管理専門官１人を置く。

３ 国有財産管理専門官は、課長の命を受け、次に掲げ

る事務に従事する。
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⑴ 国有財産の管理に当たって生ずる諸問題について

の調査及び研究並びに当該諸問題に対する施策の企

画、立案及び調整に関すること。

⑵ 国有財産の管理に関する調査、研究及び資料の収

集並びに施設管理課の所掌事務に係る資料の整理に

関すること。

⑶ 前２号に掲げるもののほか、施設管理課の所掌事

務で課長の指定するものに関すること。

４ 返還財産管理専門官は、課長の命を受け、駐留軍に

提供した施設及び区域の返還によって生ずる諸問題に

ついての調査及び研究並びに当該諸問題に対する施策

の企画及び立案に関する事務に従事する。

５ 施設企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産

の管理に伴い生ずる諸問題についての調査及び研究

に関すること。

⑵ 駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供並びに

駐留軍に提供した施設及び区域の返還に伴い生ずる
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諸問題についての調査及び研究に関すること。

⑶ 前２号の諸問題に対する施策の企画及び立案に関

すること。

６ 施設企画室に、施設企画室長を置く。

７ 施設企画室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

８ 施設企画室に、室長補佐１人のほか、施設企画係を

置く。

（施設取得課）

第８９条 施設取得課に、課長補佐３人のほか、次の６

係を置く。

取得第１係

取得第２係

賃借契約第１係

賃借契約第２係

賃借契約第３係

賃借契約第４係

２ 施設取得課に、用地専門官１人を置く。

３ 用地専門官は、課長の命を受け、自衛隊の施設並び
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に駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得について

の調査及び研究に関する事務に従事する。

（課長補佐等）

第９０条 課長補佐は、南関東防衛局長の定めるところ

により、課長を補佐し、課務を整理する。

２ 室長補佐は、南関東防衛局長の定めるところにより

、室長を補佐し、室務を整理する。

（係及び係長）

第９１条 係の所掌事務は、南関東防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長又は室長の命を受け、係に分掌された

事務を掌理する。

第５節 近畿中部防衛局

（総務課）

第９２条 総務課に、課長補佐３人のほか、次の６係を

置く。

総務係

企画第１係
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企画第２係

文書係

人事係

厚生係

２ 総務課に、総合調整官４人、労務対策調査専門官１

人、企画調整専門官１人及び人事専門官２人を置く。

３ 総合調整官は、課長の命を受け、課長補佐及び企画

係とともに近畿中部防衛局内の総合調整及び同局の所

掌事務に関する自衛隊の部隊及び機関との連絡調整に

関する事務に従事する。

４ 労務対策調査専門官は、課長の命を受け、次に掲げ

る事務に従事する。

⑴ 駐留軍等労働者の雇入れ、提供、解雇、労務管理

、給与及び福利厚生に関すること。

⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（近畿中

部防衛局長の指定する事項に限る。）。

５ 企画調整専門官は、課長の命を受け、情報システム

に関する事務に従事する。
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６ 人事専門官は、課長の命を受け、近畿中部防衛局に

おける女性職員活躍及びワークライフバランスの推進

に関する事務に従事する。

（会計課）

第９３条 会計課に、課長補佐２人のほか、次の５係を

置く。

総務係

会計係

管理係

出納係

審査係

（契約課）

第９４条 契約課に、課長補佐１人のほか、次の２係を

置く。

契約係

契約審査係

２ 契約課に、入札監視専門官１人を置く。

３ 入札監視専門官は、課長の命を受け、近畿中部防衛
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局の管轄区域内に所在する防衛省の機関等が行う入札

及び契約の適正化に関する事務に従事する。

（報道官）

第９５条 総務部に、報道官１人を置く。

２ 報道官は、部長の命を受け、近畿中部防衛局の所掌

事務の遂行に必要な広報並びに情報の収集整理及び伝

達に関する事務を総括する。

（訟務官）

第９６条 総務部に、訟務官１人を置く。

２ 訟務官は、部長の命を受け、争訟に関する事務を総

括する。

（地方調整課）

第９７条 地方調整課に、基地対策室、地方協力確保室

及び環境対策室並びに課長補佐２人のほか、総務係を

置く。

２ 地方調整課に、訟務専門官１人を置く。

３ 訟務専門官は、課長の命を受け、企画部の所掌事務

に関する訴訟に関する事務に従事する。
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４ 基地対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置又は運用若しくは返還に伴い生ずる諸

問題についての調査及び研究並びに当該諸問題に対

する施策の企画及び立案に関すること。

⑵ 防衛施設の取得等に係る地方協力確保に関するこ

と（近畿中部防衛局長の指定する事項に限る。）。

⑶ 地方協力確保のための連絡調整に関すること。

５ 基地対策室に、基地対策室長を置く。

６ 基地対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

７ 基地対策室に、室長補佐１人のほか、基地対策係を

置く。

８ 地方協力確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 国民保護措置等のうち近畿中部防衛局が実施する

ものの総合的な推進に関すること。

⑵ 前号に掲げるもののほか、地方協力確保に関する

こと（基地対策室の所掌に属するものを除く。）。

９ 地方協力確保室に、地方協力確保室長を置く。
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１０ 地方協力確保室長は、課長の命を受け、室務を掌

理する。

１１ 地方協力確保室に、室長補佐１人のほか、協力確

保係を置く。

１２ 環境対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置又は運用により生じる環境問題につい

ての調査及び研究並びに当該環境問題に対する施策

の企画及び立案に関すること。

⑵ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域並びにその周辺地域における環境の保全につ

いての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連

絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する

こと。

⑶ 環境の保全に関する技術に係る事項及び諸制度に

ついての調査及び研究に関すること。

１３ 環境対策室に、環境対策室長を置く。

１４ 環境対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理す
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る。

（周辺環境整備課）

第９８条 周辺環境整備課に、課長補佐２人のほか、次

の３係を置く。

計画調整係

障害防止係

事業対策係

（防音対策課）

第９９条 防音対策課に、課長補佐２人のほか、次の７

係を置く。

防音係

住宅防音第１係

住宅防音第２係

住宅防音第３係

住宅防音第４係

住宅防音第５係

砲撃音防音係

２ 防音対策課に、移転措置専門官１人を置く。
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３ 移転措置専門官は、課長の命を受け、防音対策課の

所掌事務のうち移転措置に関する調査及び研究に関する

事務に従事する。

（業務課）

第９９条の２ 業務課に、課長補佐１人のほか、次の２

係を置く。

業務第１係

業務第２係

２ 業務課に、渉外専門官１人を置く。

３ 渉外専門官は、課長の命を受け、企画部の所掌事務

に関する渉外に関する事務に従事する。

（施設管理課）

第９９条の３ 施設管理課に、施設企画室及び課長補佐

１人のほか、次の３係を置く。

行政財産管理係

緑化対策係

提供管理係

２ 施設管理課に、行政財産管理専門官１人及び国有財産
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管理専門官１人を置く。

３ 行政財産管理専門官は、課長の命を受け、次に掲げる

事務に従事する。

⑴ 行政財産の管理に当たって生ずる諸問題についての

調査及び研究並びに当該諸問題に対する施策の企画、

立案及び調整に関すること。

⑵ 行政財産の管理に関する調査、研究及び資料の収集

並びに施設管理課の所掌事務に係る資料の整理に関す

ること。

⑶ 前２号に掲げるもののほか、施設管理課の所掌事務

で課長の指定するものに関すること。

４ 国有財産管理専門官は、課長の命を受け、次に掲げる

事務に従事する。

⑴ 国有財産の管理に当たって生ずる諸問題についての

調査及び研究並びに当該諸問題に対する施策の企画、

立案及び調整に関すること。

⑵ 国有財産の管理に関する調査、研究及び資料の収集

並びに施設管理課の所掌事務に係る資料の整理に関す
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ること。

⑶ 前２号に掲げるもののほか、施設管理課の所掌事務

で課長の指定するものに関すること。

５ 施設企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の

管理に伴い生ずる諸問題についての調査及び研究に関

すること。

⑵ 駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供並びに駐

留軍に提供した施設及び区域の返還に伴い生ずる諸問

題についての調査及び研究に関すること。

⑶ 前２号の諸問題に対する施策の企画及び立案に関す

ること。

６ 施設企画室に、施設企画室長を置く。

７ 施設企画室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

８ 施設企画室に、室長補佐１人のほか、次の２係を置く。

施設企画第１係

施設企画第２係

（施設取得補償課）
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第９９条の４ 施設取得補償課に、課長補佐３人のほか、

次の５係を置く。

施設補償係

取得係

賃借契約第１係

賃借契約第２係

賃借契約第３係

２ 施設取得補償課に、取得賃借専門官１人及び賃借契約

専門官１人を置く。

３ 取得賃借専門官は、課長の命を受け、自衛隊の施設並

びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の賃貸借及び使

用貸借に関する事務（契約に関するものを除く。）に従

事する。

４ 賃借契約専門官は、課長の命を受け、自衛隊の施設並

びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の賃貸借及び使

用貸借に関する契約に関する事務に従事する。

（調達計画課）

第１００条 調達計画課に、課長補佐２人のほか、次の
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３係を置く。

総務係

企画係

計画調整係

２ 調達計画課に、工事調整専門官１人及び施設緊急復

旧計画専門官１人を置く。

３ 工事調整専門官は、課長の命を受け、建設工事の実

施に当たって生ずる諸問題についての調査及び研究並

びに当該諸問題に対する施策の企画、立案及び調整に

関する事務に従事する。

４ 施設緊急復旧計画専門官は、課長の命を受け、施設

緊急復旧建設工事の実施に当たって生ずる諸問題につ

いての調査及び研究並びに当該諸問題に対する施策の

企画、立案及び調整に関する事務に従事する。

（事業監理課）

第１００条の２ 事業監理課に、課長補佐１人のほか、

施設情報管理係を置く。

２ 事業監理課に、建設事業監理官３人を置く。
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３ 建設事業監理官は、課長の命を受け、建設工事の設

計に関する事務及び建設工事の施工の促進に関する事

務を総合的かつ効率的に実施するための方針の策定及

び調整並びに建設工事の検査に関する事務に従事する。

（建築課）

第１０１条 建築課に、課長補佐２人のほか、次の５係

を置く。

建築第１係

建築第２係

建築第３係

建築第４係

建築第５係

２ 建築課に、建設監督官１人及び施設基盤強化対策専

門官２人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、建築工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

４ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設

基盤強化建築工事の実施に関する事務に従事する。
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（土木課）

第１０２条 土木課に、課長補佐２人のほか、次の３係

を置く。

土木第１係

土木第２係

土木第３係

２ 土木課に、施設基盤強化対策専門官３人を置く。

３ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設

基盤強化土木工事の実施に関する事務に従事する。

（設備課）

第１０３条 設備課に、課長補佐３人のほか、次の６係

を置く。

設備第１係

設備第２係

設備第３係

設備第４係

設備第５係

設備第６係
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２ 設備課に、建設監督官１人及び施設基盤強化対策専

門官２人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、設備工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

４ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設

基盤強化設備工事の実施に関する事務に従事する。

（装備課）

第１０４条 装備課に、課長補佐１人のほか、管理係を

置く。

２ 装備課に、装備管理官２人、システム調整官３人、

原価監査官１１人、検査官５４人、保全専門官２人及

び情報セキュリティ監査官２人を置く。

３ 装備管理官は、課長の命を受け、装備品等及び役務

に関する業態調査及び価格の調査並びに調達品及びこ

れに関する役務に係る原価監査及び検査その他の契約

の履行についての業務（システム調整官が所掌するも

のを除く。）に関し、重要な専門的事項に関する事務

を総括する。
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４ システム調整官は、課長の命を受け、部長が指定す

る品目について、調達品及びこれに関する役務に係る

原価監査及び検査その他の契約の履行に関し、重要な

専門的事項に関する事務を総括する。

５ 原価監査官は、課長の命を受け、次に掲げる事務に

従事する。

⑴ 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

⑵ 装備品等及び役務に関する価格の調査に関するこ

と。

⑶ 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概

算払による支払金の使途の調査に関すること。

⑷ 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関

すること。

６ 検査官は、課長の命を受け、調達品及びこれに関す

る役務に係る検査その他の契約の履行に関する業務の

実施に関する事務に従事する。

７ 保全専門官は、課長の命を受け、調達品及びこれに

関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に
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関する事務に従事する。

８ 情報セキュリティ監査官は、課長の命を受け、調達

品及びこれに関する役務に係る契約に係る保護すべき

情報の保全についての監査に関する事務に従事する。

第１０５条 削除

（首席検査官）

第１０６条 調達部に、首席検査官１人を置く。

１ 首席検査官は、部長の命を受け、調達品及びこれに

関する役務に係る検査に関する重要な事項についての

調査、企画及び立案を行うとともに、当該事務を総括

する。

第１０７条 削除

第１０８条 削除

第１０９条 削除

第１１０条 課長補佐は、近畿中部防衛局長の定めると

ころにより、課長を補佐し、課務を整理する。

２ 室長補佐は、近畿中部防衛局長の定めるところによ

り、室長を補佐し、室務を整理する。
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（係及び係長）

第１１１条 係の所掌事務は、近畿中部防衛局長が定め

る。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長又は室長の命を受け、係に分掌された

事務を掌理する。

第６節 中国四国防衛局

（総務課）

第１１２条 総務課に、課長補佐２人のほか、次の５係

を置く。

総務係

企画係

審査係

人事係

厚生係

２ 総務課に、総合調整官４人、適格性付与専門官１人

及び訟務専門官１人を置く。

３ 総合調整官は、課長の命を受け、課長補佐及び企画
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係とともに中国四国防衛局内の総合調整及び同局の所

掌事務に関する自衛隊の部隊及び機関との連絡調整に

関する事務に従事する。

４ 適格性付与専門官は、課長の命を受け、次に掲げる

事務に従事する。

⑴ 中国四国防衛局における適格性の付与に関するこ

と。

⑵ 前号に掲げるもののほか、中国四国防衛局におけ

る秘密の保全に関すること。

５ 訟務専門官は、課長の命を受け、総務部の所掌事務

に関する訴訟に関する事務に従事する。

（会計課）

第１１３条 会計課に、課長補佐２人のほか、次の５係

を置く。

総務係

会計係

管理係

出納係
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審査係

（契約課）

第１１４条 契約課に、課長補佐１人のほか、次の４係

を置く。

契約第１係

契約第２係

契約審査第１係

契約審査第２係

２ 契約課に、入札監視専門官１人を置く。

３ 入札監視専門官は、課長の命を受け、中国四国防衛

局の管轄区域内に所在する防衛省の機関等が行う入札

及び契約の適正化に関する事務に従事する。

第１１５条 削除

（報道官）

第１１６条 総務部に、報道官１人を置く。

２ 報道官は、部長の命を受け、中国四国防衛局の所掌

事務の遂行に必要な広報並びに情報の収集整理及び伝

達に関する事務を総括する。
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（地方調整課）

第１１７条 地方調整課に、基地対策室、地方協力確保

室及び環境対策室並びに課長補佐２人のほか、次の３

係を置く。

総務係

企画係

連絡調整係

２ 地方調整課に、再編調整専門官１人及び訟務専門官

１人を置く。

３ 再編調整専門官は、課長の命を受け、地方調整課の

所掌事務に関する調査及び研究に関する事務に従事す

る。

４ 訟務専門官は、課長の命を受け、企画部の所掌事務

に関する訴訟に関する事務に従事する。

５ 基地対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置又は運用若しくは返還に伴い生ずる諸

問題についての調査及び研究並びに当該諸問題に対
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する施策の企画及び立案に関すること。

⑵ 防衛施設の取得等に係る地方協力確保に関するこ

と（中国四国防衛局長の指定する事項に限る。）。

⑶ 地方協力確保のための連絡調整に関すること。

６ 基地対策室に、基地対策室長を置く。

７ 基地対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

８ 基地対策室に、室長補佐２人のほか、次の４係を置

く。

基地対策第１係

基地対策第２係

基地対策第３係

基地対策第４係

９ 地方協力確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 国民保護措置等のうち中国四国防衛局が実施する

ものの総合的な推進に関すること。

⑵ 前号に掲げるもののほか、地方協力確保に関する

こと（基地対策室の所掌に属するものを除く。）。

１０ 地方協力確保室に、地方協力確保室長を置く。
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１１ 地方協力確保室長は、課長の命を受け、室務を掌

理する。

１２ 地方協力確保室に、室長補佐１人のほか、次の３

係を置く。

協力確保第１係

協力確保第２係

企画調整係

１３ 環境対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置又は運用により生ずる環境問題につい

ての調査及び研究並びに当該環境問題に対する施策

の企画及び立案に関すること。

⑵ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域並びにその周辺地域における環境の保全につ

いての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連

絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する

こと。

⑶ 環境の保全に関する技術に係る事項及び諸制度に
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ついての調査及び研究に関すること。

１４ 環境対策室に、環境対策室長を置く。

１５ 環境対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理す

る。

１６ 環境対策室に、環境対策専門官１人を置く。

１７ 環境対策専門官は、室長の命を受け、環境の保全

に関する技術に係る事項及び諸制度についての調査及

び研究に関する事務に従事する。

（周辺環境整備課）

第１１８条 周辺環境整備課に、課長補佐４人のほか、

次の４係を置く。

施設対策第１係

施設対策第２係

障害防止係

道路係

（防音対策課）

第１１９条 防音対策課に、課長補佐３人のほか、次の

５係を置く。
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防音係

住宅防音第１係

住宅防音第２係

住宅防音第３係

移転措置係

２ 防音対策課に、事業調整専門官１人を置く。

３ 事業調整専門官は、課長の命を受け、防音対策課の

所掌事務に関する調査及び研究並びに事業の調整に関

する事務に従事する。

（業務課）

第１２０条 業務課に、課長補佐２人のほか、次の６係

を置く。

業務係

事故補償第１係

事故補償第２係

漁業補償第１係

漁業補償第２係

漁業補償第３係
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第１２１条 削除

（施設管理課）

第１２２条 施設管理課に、施設企画室及び課長補佐２

人のほか、次の７係を置く。

行政財産管理第１係

行政財産管理第２係

行政財産管理第３係

行政財産台帳係

国有財産調査係

緑化対策係

提供管理係

２ 施設企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産

の管理に伴い生ずる諸問題についての調査及び研究

に関すること。

⑵ 駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供並びに

駐留軍に提供した施設及び区域の返還に伴い生ずる

諸問題についての調査及び研究に関すること。
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⑶ 前２号の諸問題に対する施策の企画及び立案に関

すること。

３ 施設企画室に、施設企画室長を置く。

４ 施設企画室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

５ 施設企画室に、室長補佐２人のほか、次の２係を置

く。

施設企画第１係

施設企画第２係

（施設取得課）

第１２３条 施設取得課に、課長補佐２人のほか、次の

３係を置く。

取得係

賃借契約第１係

賃借契約第２係

（調達計画課）

第１２４条 調達計画課に、課長補佐２人のほか、次の

４係を置く。

総務係
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企画係

計画調整第１係

計画調整第２係

２ 調達計画課に、技術専門官１人及び工事調整専門官

３人を置く。

３ 技術専門官は、課長の命を受け、調達部の所掌事務

についての建設技術に関する調査及び研究に関する事

務に従事する。

４ 工事調整専門官は、課長の命を受け、建設工事の実

施に当たって生ずる諸問題についての調査及び研究並

びに当該諸問題に対する施策の企画、立案及び調整に

関する事務に従事する。

（事業監理課）

第１２４条の２ 事業監理課に、課長補佐１人のほか、

次の３係を置く。

施設情報管理第１係

施設情報管理第２係

事業監理係
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２ 事業監理課に、建設事業監理官４人を置く。

３ 建設事業監理官は、課長の命を受け、建設工事の設

計に関する事務及び建設工事の施工の促進に関する事

務を総合的かつ効率的に実施するための方針の策定及

び調整並びに建設工事の検査に関する事務に従事する。

（建築課）

第１２５条 建築課に、課長補佐１人のほか、次の５係

を置く。

建築第１係

建築第２係

建築第３係

建築第４係

建築第５係

２ 建築課に、建設監督官２人及び施設基盤強化対策専

門官１人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、建築工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

４ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設
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基盤強化建築工事の実施に関する事務に従事する。

（土木課）

第１２６条 土木課に、課長補佐３人のほか、次の７係

を置く。

土木第１係

土木第２係

土木第３係

土木第４係

土木第５係

土木第６係

土木第７係

２ 土木課に、建設監督官３人及び施設基盤強化対策専

門官２人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、土木工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

４ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設

基盤強化土木工事の実施に関する事務に従事する。

（設備課）
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第１２７条 設備課に、課長補佐２人のほか、次の７係

を置く。

設備第１係

設備第２係

設備第３係

設備第４係

設備第５係

設備第６係

設備第７係

２ 設備課に、建設監督官１人及び施設基盤強化対策専

門官２人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、設備工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

４ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設

基盤強化設備工事の実施に関する事務に従事する。

（装備課）

第１２８条 装備課に、管理係を置く。

２ 装備課に、原価監査官１人、検査官６人、情報セキ
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ュリティ監査官２人及び政府品質管理専門官１人を置

く。

３ 原価監査官は、課長の命を受け、次に掲げる事務に

従事する。

⑴ 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

⑵ 装備品等及び役務に関する価格の調査に関するこ

と。

⑶ 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概

算払による支払金の使途の調査に関すること。

⑷ 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関

すること。

４ 検査官は、課長の命を受け、調達品及びこれに関す

る役務に係る検査その他の契約の履行に関する業務の

実施に関する事務に従事する。

５ 情報セキュリティ監査官は、課長の命を受け、調達

品及びこれに関する役務に係る契約に係る保護すべき

情報の保全についての監査に関する事務に従事する。

６ 政府品質管理専門官は、課長の命を受け、国際協力
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に関する事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係

るものに関する事務に従事する。

（総括建設監督官）

第１２９条 調達部に、総括建設監督官１人を置く。

２ 総括建設監督官は、部長の命を受け、建設工事の施

工の監督に関する事務を総括する。

（課長補佐等）

第１３０条 課長補佐は、中国四国防衛局長の定めると

ころにより、課長を補佐し、課務を整理する。

２ 室長補佐は、中国四国防衛局長の定めるところによ

り、室長を補佐し、室務を整理する。

（係及び係長）

第１３１条 係の所掌事務は、中国四国防衛局長が定め

る。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長又は室長の命を受け、係に分掌された

事務を掌理する。

第７節 九州防衛局
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（総務課）

第１３２条 総務課に、課長補佐３人のほか、次の５係

を置く。

総務係

企画係

審査係

人事係

厚生係

２ 総務課に、総合調整官４人、労務対策調査専門官１

人及び人事専門官４人を置く。

３ 総合調整官は、課長の命を受け、課長補佐及び企画

係とともに九州防衛局内の総合調整及び同局の所掌事

務に関する自衛隊の部隊及び機関との連絡調整に関す

る事務に従事する。

４ 労務対策調査専門官は、課長の命を受け、次に掲げ

る事務に従事する。

⑴ 駐留軍等労働者の雇入れ、提供、解雇、労務管理

、給与及び福利厚生に関すること。
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⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（九州防

衛局長の指定する事項に限る。）。

５ 人事専門官は、課長の命を受け、九州防衛局におけ

る女性職員活躍及びワークライフバランスの推進に関

する事務に従事する。

（会計課）

第１３３条 会計課に、課長補佐２人のほか、次の５係

を置く。

総務係

会計係

管理係

出納係

審査係

（契約課）

第１３４条 契約課に、課長補佐１人のほか、次の２係

を置く。

契約係

契約審査係
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２ 契約課に、契約審査専門官１人を置く。

３ 契約審査専門官は、課長の命を受け、九州防衛局が

行う入札及び契約の審査に関する事務に従事する。

第１３５条 削除

（報道官）

第１３６条 総務部に、報道官１人を置く。

２ 報道官は、部長の命を受け、九州防衛局の所掌事務

の遂行に必要な広報並びに情報の収集整理及び伝達に

関する事務を総括する。

（地方調整課）

第１３７条 地方調整課に、基地対策室、地方協力確保

室及び環境対策室並びに課長補佐２人のほか、次の３

係を置く。

総務係

企画係

連絡調整係

２ 地方調整課に、再編調整専門官１人及び訟務専門官

１人を置く。
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３ 再編調整専門官は、課長の命を受け、地方調整課の

所掌事務に関する調査及び研究に関する事務に従事す

る。

４ 訟務専門官は、課長の命を受け、企画部の所掌事務

に関する訴訟に関する事務に従事する。

５ 基地対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置又は運用若しくは返還に伴い生ずる諸

問題についての調査及び研究並びに当該諸問題に対

する施策の企画及び立案に関すること。

⑵ 防衛施設の取得等に係る地方協力確保に関するこ

と（九州防衛局長の指定する事項に限る。）。

⑶ 地方協力確保のための連絡調整に関すること。

６ 基地対策室に、基地対策室長を置く。

７ 基地対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

８ 基地対策室に、室長補佐５人のほか、次の３係を置

く。

基地対策第１係
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基地対策第２係

基地対策第３係

９ 基地対策室に、基地対策専門官１人及び調査専門官

１人を置く。

１０ 基地対策専門官は、室長の命を受け、第５項各号

に掲げる事務に従事する。

１１ 調査専門官は、室長の命を受け、基地対策室の所

掌事務に関する調査及び研究に関する事務に従事する。

１２ 地方協力確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 国民保護措置等のうち九州防衛局が実施するもの

の総合的な推進に関すること。

⑵ 前号に掲げるもののほか、地方協力確保に関する

こと（基地対策室の所掌に属するものを除く。）。

１３ 地方協力確保室に、地方協力確保室長を置く。

１４ 地方協力確保室長は、課長の命を受け、室務を掌

理する。

１５ 地方協力確保室に、室長補佐１人のほか、協力確

保係を置く。
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１６ 環境対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置又は運用により生ずる環境問題につい

ての調査及び研究並びに当該環境問題に対する施策

の企画及び立案に関すること。

⑵ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域並びにその周辺地域における環境の保全につ

いての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連

絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する

こと。

⑶ 環境の保全に関する技術に係る事項及び諸制度に

ついての調査及び研究に関すること。

１７ 環境対策室に、環境対策室長を置く。

１８ 環境対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理す

る。

１９ 環境対策室に、環境対策専門官１人を置く。

２０ 環境対策専門官は、室長の命を受け、環境の保全

に関する技術に係る事項及び諸制度についての調査及
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び研究に関する事務に従事する。

（周辺環境整備課）

第１３８条 周辺環境整備課に、課長補佐４人のほか、

次の７係を置く。

事業調整係

施設対策第１係

施設対策第２係

障害防止第１係

障害防止第２係

道路係

調整交付金係

（防音対策課）

第１３９条 防音対策課に、課長補佐４人のほか、次の

９係を置く。

防音総括係

防音第１係

防音第２係

防音第３係
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住宅防音第１係

住宅防音第２係

住宅防音第３係

住宅防音第４係

移転措置係

２ 防音対策課に、調査専門官１人を置く。

３ 調査専門官は、課長の命を受け、防音対策課の所掌

事務に関する調査及び研究に関する事務に従事する。

（調達計画課）

第１４０条 調達計画課に、課長補佐２人のほか、次の

５係を置く。

総務係

企画係

計画調整第１係

計画調整第２係

計画調整第３係

２ 調達計画課に、工事調整専門官４人を置く。

３ 工事調整専門官は、課長の命を受け、建設工事の実
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施に当たって生ずる諸問題についての調査及び研究並

びに当該諸問題に対する施策の企画、立案及び調整に

関する事務に従事する。

（事業監理課）

第１４０条の２ 事業監理課に、課長補佐１人のほか、

次の３係を置く。

施設情報管理係

事業監理第１係

事業監理第２係

２ 事業監理課に、建設事業監理官４人を置く。

３ 建設事業監理官は、課長の命を受け、建設工事の設

計に関する事務及び建設工事の施工の促進に関する事

務を総合的かつ効率的に実施するための方針の策定及

び調整並びに建設工事の検査に関する事務に従事する。

（建築課）

第１４１条 建築課に、課長補佐２人のほか、次の６係

を置く。

建築第１係
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建築第２係

建築第３係

建築第４係

建築第５係

建築第６係

２ 建築課に、建設監督官１人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、建築工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

（土木課）

第１４２条 土木課に、課長補佐１人のほか、次の８係

を置く。

土木第１係

土木第２係

土木第３係

土木第４係

土木第５係

土木第６係

土木第７係
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土木第８係

２ 土木課に、建設監督官５人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、土木工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

（設備課）

第１４３条 設備課に、課長補佐１人のほか、次の６係

を置く。

設備第１係

設備第２係

設備第３係

設備第４係

設備第５係

設備第６係

２ 設備課に、建設監督官４人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、設備工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

（総括建設監督官）

第１４４条 調達部に、総括建設監督官１人を置く。
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２ 総括建設監督官は、部長の命を受け、建設工事の施

工の監督に関する事務を総括する。

（業務課）

第１４５条 業務課に、課長補佐２人のほか、次の３係

を置く。

総務係

業務係

事故補償係

２ 業務課に、渉外専門官１人を置く。

３ 渉外専門官は、課長の命を受け、管理部の所掌事務

に関する渉外に関する事務に従事する。

（施設補償課）

第１４６条 施設補償課に、課長補佐２人のほか、次の

４係を置く。

漁業補償第１係

漁業補償第２係

漁業補償第３係

漁業補償第４係
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２ 施設補償課に、補償専門官３人を置く。

３ 補償専門官は、課長の命を受け、施設補償課の所掌

事務に関する調査及び研究に関する事務に従事する。

（施設管理課）

第１４７条 施設管理課に、施設企画室及び課長補佐３

人のほか、次の６係を置く。

行政財産管理係

行政財産台帳第１係

行政財産台帳第２係

国有財産調査係

緑化対策係

提供管理係

２ 施設管理課に、行政財産管理専門官１人及び国有財

産管理専門官１人を置く。

３ 行政財産管理専門官は、課長の命を受け、次に掲げ

る事務に従事する。

⑴ 行政財産の管理に当たって生ずる諸問題について

の調査及び研究並びに当該諸問題に対する施策の企
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画、立案及び調整に関すること。

⑵ 行政財産の管理に関する調査、研究及び資料の収

集並びに施設管理課の所掌事務に係る資料の整理に

関すること。

⑶ 前２号に掲げるもののほか、施設管理課の所掌事

務で課長の指定するものに関すること。

４ 国有財産管理専門官は、課長の命を受け、次に掲げ

る事務に従事する。

⑴ 国有財産の管理に当たって生ずる諸問題について

の調査及び研究並びに当該諸問題に対する施策の企

画、立案及び調整に関すること。

⑵ 国有財産の管理に関する調査、研究及び資料の収

集並びに施設管理課の所掌事務に係る資料の整理に

関すること。

⑶ 前２号に掲げるもののほか、施設管理課の所掌事

務で課長の指定するものに関すること。

５ 施設企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産
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の管理に伴い生ずる諸問題についての調査及び研究

に関すること。

⑵ 駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供並びに

駐留軍に提供した施設及び区域の返還に伴い生ずる

諸問題についての調査及び研究に関すること。

⑶ 前２号の諸問題に対する施策の企画及び立案に関

すること。

６ 施設企画室に、施設企画室長を置く。

７ 施設企画室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

８ 施設企画室に、室長補佐２人のほか、次の３係を置

く。

施設企画第１係

施設企画第２係

施設企画第３係

（施設取得課）

第１４８条 施設取得課に、課長補佐２人のほか、次の

４係を置く。

取得第１係
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取得第２係

取得第３係

賃借契約係

２ 施設取得課に、取得調整専門官１人を置く。

３ 取得調整専門官は、課長の命を受け、自衛隊の施設

並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得につ

いての調整に関する事務に従事する。

（課長補佐等）

第１４９条 課長補佐は、九州防衛局長の定めるところ

により、課長を補佐し、課務を整理する。

２ 室長補佐は、九州防衛局長の定めるところにより、

室長を補佐し、室務を整理する。

（係及び係長）

第１５０条 係の所掌事務は、九州防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長又は室長の命を受け、係事務を掌理す

る。

第８節 沖縄防衛局



- 136 -

（労務対策官）

第１５１条 労務管理官の下に、労務対策官１人を置く。

２ 労務対策官は、労務管理官の命を受け、労務管理官

の所掌事務を総括する。

３ 労務対策官の下に、労務対策係を置く。

４ 労務対策官の下に、首席労務対策調査専門官１人、

労務対策調査専門官３人及び安全衛生専門官１人を置

く。

５ 首席労務対策調査専門官は、労務対策官の命を受け

、労務対策官の所掌事務の一部を総括する。

６ 労務対策調査専門官は、労務対策官の命を受け、次

に掲げる事務に従事する。

⑴ 駐留軍等労働者の雇入れ、提供、解雇、労務管理

、給与及び福利厚生に関すること（安全衛生専門官

の所掌に属するものを除く。）。

⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（沖縄防

衛局長の指定する事項に限る。）。

７ 安全衛生専門官は、労務対策官の命を受け、次に掲
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げる事務に従事する。

⑴ 駐留軍等労働者の安全衛生に関すること。

⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（沖縄防

衛局長の指定する事項に限る。）。

（総務課）

第１５２条 総務課に、課長補佐５人のほか、次の６係

を置く。

総務係

企画係

文書係

人事係

厚生係

共済係

２ 総務課に、総合調整官２人及び人事専門官２人を置

く。

３ 総合調整官は、課長の命を受け、課長補佐及び企画

係とともに沖縄防衛局内の総合調整及び同局の所掌事

務に関する自衛隊の部隊及び機関との連絡調整に関す



- 138 -

る事務に従事する。

４ 人事専門官は、課長の命を受け、沖縄防衛局におけ

る女性職員活躍及びワークライフバランスの推進に関

する事務に従事する。

（会計課）

第１５３条 会計課に、課長補佐３人のほか、次の７係

を置く。

総務係

会計係

資金係

管理係

決算係

出納係

審査係

（契約課）

第１５４条 契約課に、課長補佐１人のほか、次の６係

を置く。

契約第１係
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契約第２係

契約第３係

契約審査第１係

契約審査第２係

契約審査第３係

２ 契約課に、入札監視専門官１人を置く。

３ 入札監視専門官は、課長の命を受け、沖縄防衛局の

管轄区域内に所在する防衛省の機関等が行う入札及び

契約の適正化に関する事務に従事する。

（報道室）

第１５５条 報道室に、室長補佐１人のほか、次の２係

を置く。

審査係

報道渉外係

（訟務官）

第１５６条 総務部に、訟務官１人を置く。

２ 訟務官は、部長の命を受け、争訟に関する事務を総

括する。
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３ 訟務官の下に、訟務専門官１人を置く。

４ 訟務専門官は、訟務官の命を受け、訴訟に関する事

務に従事する。

（地方調整課）

第１５７条 地方調整課に、基地対策室、地方協力確保

室及び環境対策室並びに課長補佐２人のほか、次の３

係を置く。

総務係

企画係

予算統計係

２ 地方調整課に、再編調整専門官１人及び訟務専門官

１人を置く。

３ 再編調整専門官は、課長の命を受け、地方調整課の

所掌事務に関する調査及び研究に関する事務に従事す

る。

４ 訟務専門官は、課長の命を受け、企画部の所掌事務

に関する訴訟に関する事務に従事する。

５ 基地対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
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⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置又は運用若しくは返還に伴い生ずる諸

問題についての調査及び研究並びに当該諸問題に対

する施策の企画及び立案に関すること。

⑵ 防衛施設の取得等に係る地方協力確保に関するこ

と（沖縄防衛局長の指定する事項に限る。）。

⑶ 地方協力確保のための連絡調整に関すること。

６ 基地対策室に、基地対策室長を置く。

７ 基地対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

８ 基地対策室に、室長補佐３人のほか、次の４係を置

く。

基地対策第１係

基地対策第２係

基地対策第３係

基地対策第４係

９ 基地対策室に、調査専門官１人及び調整専門官１人

を置く。

１０ 調査専門官は、室長の命を受け、基地対策室の所
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掌事務に関する調査及び研究に関する事務に従事する。

１１ 調整専門官は、室長の命を受け、基地対策室の所

掌事務に関する調査及び研究並びに地方公共団体及び

地域住民との連絡調整に関する事務に従事する。

１２ 地方協力確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 国民保護措置等のうち沖縄防衛局が実施するもの

の総合的な推進に関すること。

⑵ 前号に掲げるもののほか、地方協力確保に関する

こと（基地対策室及び連絡調整課の所掌に属するも

のを除く。）。

１３ 地方協力確保室に、地方協力確保室長を置く。

１４ 地方協力確保室長は、課長の命を受け、室務を掌

理する。

１５ 地方協力確保室に、室長補佐２人のほか、次の２

係を置く。

企画調整第１係

企画調整第２係

１６ 環境対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
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⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の設置又は運用により生ずる環境問題につい

ての調査及び研究並びに当該環境問題に対する施策

の企画及び立案に関すること。

⑵ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域並びにその周辺地域における環境の保全につ

いての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連

絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する

こと。

⑶ 環境の保全に関する技術に係る事項及び諸制度に

ついての調査及び研究に関すること。

１７ 環境対策室に、環境対策室長を置く。

１８ 環境対策室長は、課長の命を受け、室務を掌理す

る。

１９ 環境対策室に、室長補佐１人のほか、環境対策係

を置く。

２０ 環境対策室に、環境対策専門官２人及び渉外専門

官１人を置く。



- 144 -

２１ 環境対策専門官は、室長の命を受け、環境の保全

に関する技術に係る事項及び諸制度についての調査及

び研究に関する事務に従事する。

２２ 渉外専門官は、室長の命を受け、環境対策室の所

掌事務に関する渉外に関する事務に従事する。

（連絡調整課）

第１５７条の２ 連絡調整課に、課長補佐４人のほか、

次の５係を置く。

連絡調整第１係

連絡調整第２係

連絡調整第３係

連絡調整第４係

連絡調整第５係

２ 連絡調整課に、調整専門官２人を置く。

３ 調整専門官は、課長の命を受け、連絡調整課の所掌

事務に関する調査及び研究並びに連絡調整に関する事

務に従事する。

（移設整備課）
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第１５８条 移設整備課に、課長補佐５人のほか、次の

７係を置く。

移設整備第１係

移設整備第２係

移設整備第３係

移設整備第４係

移設整備第５係

移設整備第６係

施設整備係

２ 移設整備課に、調査専門官３人及び渉外専門官１人

を置く。

３ 調査専門官は、課長の命を受け、移設整備課の所掌

事務に関する調査及び研究に関する事務に従事する。

４ 渉外専門官は、課長の命を受け、移設整備課の所掌

事務に関する渉外に関する事務に従事する。

（施設対策計画課）

第１５９条 施設対策計画課に、課長補佐３人のほか、

次の４係を置く。
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計画調整係

調整交付金係

事業対策第１係

事業対策第２係

２ 施設対策計画課に、調整交付金専門官１人を置く。

３ 調整交付金専門官は、課長の命を受け、沖縄防衛局

における特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛施設

周辺環境整備法第９条第２項に規定する特定防衛施設

周辺整備調整交付金をいう。）の交付に関する事務に

従事する。

（周辺環境整備課）

第１６０条 周辺環境整備課に、課長補佐２人のほか、

次の５係を置く。

施設対策第１係

施設対策第２係

障害防止係

道路係

施設対策第３係
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２ 周辺環境整備課に、施設対策専門官１人を置く。

３ 施設対策専門官は、課長の命を受け、周辺環境整備

課の所掌事務に関する調査及び研究並びに施設対策に

係る事業の取りまとめに関する事務に従事する。

（防音対策課）

第１６１条 防音対策課に、課長補佐１人のほか、次の

３係を置く。

防音第１係

防音第２係

防音第３係

（住宅防音課）

第１６２条 住宅防音課に、課長補佐２人のほか、次の

８係を置く。

住宅防音第１係

住宅防音第２係

住宅防音第３係

住宅防音第４係

住宅防音第５係
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住宅防音第６係

業務委託企画係

移転措置係

２ 住宅防音課に、住宅防音専門官１人を置く。

３ 住宅防音専門官は、課長の命を受け、住宅防音課の

所掌事務に関する調査及び研究並びに住宅防音事業の

調整に関する事務に従事する。

（調達計画課）

第１６３条 調達計画課に、課長補佐１２人のほか、次

の２２係を置く。

総務係

企画係

総合企画係

計画調整第１係

計画調整第２係

計画調整第３係

計画調整第４係

計画調整第５係



- 149 -

計画調整第６係

計画調整第７係

計画調整第８係

計画調整第９係

計画調整第１０係

計画調整第１１係

計画調整第１２係

安全対策第１係

安全対策第２係

調整第１係

調整第２係

調整第３係

調整第４係

調整第５係

２ 調達計画課に、技術専門官１人、工事調整専門官５

人、環境評価専門官１人、訟務専門官１人及び政府品

質管理専門官１人を置く。

３ 技術専門官は、課長の命を受け、調達部の所掌事務
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についての建設技術に関する調査及び研究に関する事

務に従事する。

４ 工事調整専門官は、課長の命を受け、建設工事の実

施に当たって生ずる諸問題についての調査及び研究並

びに当該諸問題に対する施策の企画、立案及び調整に

関する事務に従事する。

５ 環境評価専門官は、課長の命を受け、沖縄県におけ

る環境影響評価業務の手続に係る沖縄県、関係市町村

等との連絡調整等に関する事務に従事する。

６ 訟務専門官は、課長の命を受け、調達部の所掌事務

に関する訴訟に関する事務に従事する。

７ 政府品質管理専門官は、課長の命を受け、国際協力

に関する事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係

るものに関する事務に従事する。

（事業監理課）

第１６３条の２ 事業監理課に、課長補佐３人のほか、

次の６係を置く。

施設情報管理係
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事業監理第１係

事業監理第２係

事業監理第３係

事業監理第４係

事業監理第５係

２ 事業監理課に、建設事業監理官７人を置く。

３ 建設事業監理官は、課長の命を受け、建設工事の設

計に関する事務及び建設工事の施工の促進に関する事

務を総合的かつ効率的に実施するための方針の策定及

び調整並びに建設工事の検査に関する事務に従事する。

（建築課）

第１６４条 建築課に、課長補佐３人のほか、次の１１

係を置く。

建築第１係

建築第２係

建築第３係

建築第４係

建築第５係
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建築第６係

建築第７係

建築第８係

建築第９係

建築第１０係

建築第１１係

２ 建築課に、建設監督官７人及び施設基盤強化対策専

門官１人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、建築工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

４ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設

基盤強化建築工事の実施に関する事務に従事する。

（土木課）

第１６５条 土木課に、課長補佐７人のほか、次の１４

係を置く。

土木第１係

土木第２係

土木第３係
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土木第４係

土木第５係

土木第６係

土木第７係

土木第８係

土木第９係

土木第１０係

土木第１１係

土木第１２係

土木第１３係

土木第１４係

２ 土木課に、工事調整専門官１人、建設監督官８人及

び施設基盤強化対策専門官１人を置く。

３ 工事調整専門官は、課長の命を受け、土木工事の実

施に当たって生ずる諸問題についての調査及び研究並

びに当該諸問題に対する施策の企画、立案及び調整に

関する事務に従事する。

４ 建設監督官は、課長の命を受け、土木工事の施工の
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監督の総括に関する事務に従事する。

５ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設

基盤強化土木工事の実施に関する事務に従事する。

（設備課）

第１６６条 設備課に、課長補佐４人のほか、次の２２

係を置く。

設備第１係

設備第２係

設備第３係

設備第４係

設備第５係

設備第６係

設備第７係

設備第８係

設備第９係

設備第１０係

設備第１１係

設備第１２係



- 155 -

設備第１３係

設備第１４係

設備第１５係

設備第１６係

設備第１７係

設備第１８係

設備第１９係

設備第２０係

設備第２１係

設備第２２係

２ 設備課に、建設監督官８人及び施設基盤強化対策専

門官２人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、設備工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

４ 施設基盤強化対策専門官は、課長の命を受け、施設

基盤強化設備工事の実施に関する事務に従事する。

（業務課）

第１６７条 業務課に、課長補佐３人のほか、次の７係
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を置く。

総務係

予算・企画調整係

渉外係

業務係

事故補償第１係

事故補償第２係

事故補償第３係

２ 業務課に、訟務専門官１人を置く。

３ 訟務専門官は、課長の命を受け、管理部の所掌事務

に関する訴訟に関する事務に従事する。

（施設補償課）

第１６８条 施設補償課に、課長補佐２人のほか、次の

４係を置く。

漁業補償第１係

漁業補償第２係

特別補償係

中間補償係
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（施設管理課）

第１６９条 施設管理課に、施設企画室及び課長補佐３

人のほか、次の６係を置く。

行政財産管理第１係

行政財産管理第２係

提供管理第１係

提供管理第２係

提供管理第３係

国有財産台帳係

２ 施設企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産

の管理に伴い生ずる諸問題についての調査及び研究

に関すること。

⑵ 駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供に伴い

生ずる諸問題についての調査及び研究に関すること。

⑶ 前２号の諸問題に対する施策の企画及び立案に関

すること。

３ 施設企画室に、施設企画室長を置く。
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４ 施設企画室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

５ 施設企画室に、室長補佐２人のほか、次の２係を置

く。

施設企画第１係

施設企画第２係

（施設取得第１課）

第１７０条 施設取得第１課に、用地調整室及び課長補

佐２人のほか、次の３係を置く。

賃借契約第１係

賃借契約第２係

賃借契約第３係

２ 用地調整室は、日本国とアメリカ合衆国との間の相

互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域

並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定

の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法（昭

和２７年法律第１４０号）その他の法律の規定による

土地等の使用及び収用に関する事務をつかさどる。

３ 用地調整室に、用地調整室長を置く。



- 159 -

４ 用地調整室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

５ 用地調整室に、室長補佐１人のほか、次の３係を置

く。

用地調整第１係

用地調整第２係

用地調整第３係

６ 用地調整室に、用地調整専門官１人を置く。

７ 用地調整専門官は、室長の命を受け、用地調整室の

所掌事務に関する調査及び研究並びに駐留軍の使用に供

する土地等の使用及び収用に関する事務に従事する。

（施設取得第２課）

第１７１条 施設取得第２課に、課長補佐２人のほか、

次の５係を置く。

賃借契約第１係

賃借契約第２係

賃借契約第３係

賃借契約第４係

賃借契約第５係
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２ 施設取得第２課に、土地評価専門官１人を置く。

３ 土地評価専門官は、課長の命を受け、施設取得第２

課の所掌事務に関する調査及び研究並びに自衛隊の施

設及び駐留軍の使用に供する施設及び区域の賃貸借及

び使用賃借に関する事務に従事する。

（施設取得第３課）

第１７２条 施設取得第３課に、取得補償室及び課長補

佐１人のほか、次の４係を置く。

賃借契約第１係

賃借契約第２係

賃借契約第３係

賃借契約第４係

２ 取得補償室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及

び区域の購入に関すること。

⑵ 駐留軍が港、飛行場及び道路（駐留軍に提供して

いる施設及び区域であるものを除く。）を使用した

場合における損失の補償に関すること。
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⑶ 相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の

調達に関すること。

⑷ 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各

筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法

（昭和５２年法律第４０号）第１条から第１８条ま

での規定による同法第２条第３項に規定する駐留軍

用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化に関す

ること。

３ 取得補償室に、取得補償室長を置く。

４ 取得補償室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

５ 取得補償室に、室長補佐１人のほか、次の２係を置

く。

取得第１係

取得第２係

（返還対策課）

第１７３条 返還対策課に、課長補佐３人のほか、次の

８係を置く。

返還対策第１係



- 162 -

返還対策第２係

返還対策第３係

返還対策第４係

返還措置第１係

返還措置第２係

返還措置第３係

返還措置第４係

２ 返還対策課に、返還対策専門官１人を置く。

３ 返還対策専門官は、課長の命を受け、自衛隊の施設

又は駐留軍に提供した施設及び区域の返還によって生

ずる諸問題についての調査及び研究並びに当該諸問題

に対する施策の企画及び立案に関する事務に従事する。

（課長補佐等）

第１７４条 課長補佐は、沖縄防衛局長の定めるところ

により、課長を補佐し、課務を整理する。

２ 室長補佐は、沖縄防衛局長の定めるところにより、

室長を補佐し、室務を整理する。

（係及び係長）
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第１７５条 係の所掌事務は、沖縄防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長、労務対策官又は室長の命を受け、係

に分掌された事務を掌理する。

第２章 地方防衛支局

第１節 帯広防衛支局

（総務課）

第１７６条 総務課に、課長補佐２人のほか、次の４係

を置く。

総務係

経理係

契約係

契約審査係

２ 総務課に、総合調整官１人を置く。

３ 総合調整官は、課長の命を受け、課長補佐及び総務

係とともに帯広防衛支局内の総合調整及び同支局の所

掌事務に関する自衛隊の部隊及び機関との連絡調整に

関する事務に従事する。
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（施設課）

第１７７条 施設課に、課長補佐１人のほか、次の２係

を置く。

施設係

施設企画係

２ 施設課に、施設専門官１人を置く。

３ 施設専門官は、課長の命を受け、施設課の所掌事務

に関する調査及び研究に関する事務に従事する。

（建設課）

第１７８条 建設課に、課長補佐２人のほか、次の６係

を置く。

建築第１係

建築第２係

土木係

設備第１係

設備第２係

設備第３係

２ 建設課に、建設監督官１人を置く。
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３ 建設監督官は、課長の命を受け、建築、土木及び設

備工事の施工の監督の総括に関する事務に従事する。

（建設計画官）

第１７９条 建設計画官の下に、計画調整係を置く。

２ 建設計画官の下に、工事調整専門官１人を置く。

３ 工事調整専門官は、建設計画官の命を受け、建設工

事の計画及び調整に関する事務に従事する。

（課長補佐）

第１８０条 課長補佐は、北海道防衛局長の定めるとこ

ろにより、課長を補佐し、課務を整理する。

（係及び係長）

第１８１条 係の所掌事務は、北海道防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長又は建設計画官の命を受け、係に分掌

された事務を掌理する。

第２節 東海防衛支局

（報道官）

第１８２条 東海防衛支局に、報道官１人を置く。



- 166 -

２ 報道官は、東海防衛支局長の命を受け、東海防衛支

局の所掌事務の遂行に必要な広報並びに情報の収集整

理及び伝達に関する事務を総括する。

（首席検査官）

第１８３条 東海防衛支局に、首席検査官１人を置く。

２ 首席検査官は、東海防衛支局長の命を受け、調達品

及びこれに関する役務に係る検査に関する重要な事項

についての調査、企画及び立案を行うとともに、当該

事務を総括する。

（総務課）

第１８４条 総務課に、課長補佐２人のほか、次の４係

を置く。

総務係

企画審査係

文書係

人事係

２ 総務課に、総合調整官２人及び人事専門官１人を置

く。
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３ 総合調整官は、課長の命を受け、課長補佐及び企画

審査係とともに東海防衛支局内の総合調整及び同支局

の所掌事務に関する自衛隊の部隊及び機関との連絡調

整に関する事務に従事する。

４ 人事専門官は、課長の命を受け、東海防衛支局にお

ける女性職員活躍及びワークライフバランスの推進に

関する事務に従事する。

（会計課）

第１８５条 会計課に、課長補佐２人のほか、次の４係

を置く。

総務係

会計係

管理係

出納係

（施設企画課）

第１８６条 施設企画課に、課長補佐２人のほか、次の

２係を置く。

企画係
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連絡調整係

２ 施設企画課に、協力確保専門官１人を置く。

３ 協力確保専門官は、課長の命を受け、地方協力確保

に関する計画の推進に関する事務に従事する。

（周辺環境整備課）

第１８７条 周辺環境整備課に、課長補佐２人のほか、

次の２係を置く。

施設対策係

障害防止係

（防音対策課）

第１８８条 防音対策課に、課長補佐２人のほか、次の

４係を置く。

防音係

住宅防音第１係

住宅防音第２係

移転措置係

２ 防音対策課に、住宅防音調査専門官１人を置く。

３ 住宅防音調査専門官は、課長の命を受け、防音対策
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課の所掌事務のうち、防衛施設周辺環境整備法第４条

の規定による措置のための調査及び研究に関する事務

に従事する。

（施設補償管理課）

第１８９条 施設補償管理課に、課長補佐２人のほか、

次の４係を置く。

取得係

管理第１係

管理第２係

施設企画係

第１９０条及び第１９１条 削除

（装備課）

第１９２条 装備課に、課長補佐１人のほか、管理係を

置く。

２ 装備課に、装備管理官５人、システム調整官２人、

原価監査官９人、検査官４５人、保全専門官３人、情

報セキュリティ監査官３人及び政府品質管理専門官４

人を置く。
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３ 装備管理官は、課長の命を受け、装備品等及び役務

に関する業態調査及び価格の調査並びに調達品及びこ

れに関する役務に係る原価監査及び検査その他の契約

の履行についての業務（システム調整官が所掌するも

のを除く。）に関し、重要な専門的事項に関する事務

を総括する。

４ システム調整官は、課長の命を受け、東海防衛支局

長が指定する品目について、調達品及びこれに関する

役務に係る原価監査及び検査その他の契約の履行に関

し、重要な専門的事項に関する事務を総括する。

５ 原価監査官は、課長の命を受け、次に掲げる事務に

従事する。

⑴ 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

⑵ 装備品等及び役務に関する価格の調査に関するこ

と。

⑶ 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概

算払による支払金の使途の調査に関すること。

⑷ 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関
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すること。

６ 検査官は、課長の命を受け、調達品及びこれに関す

る役務に係る検査その他の契約の履行に関する業務の

実施に関する事務に従事する。

７ 保全専門官は、課長の命を受け、調達品及びこれに

関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に

関する事務に従事する。

８ 情報セキュリティ監査官は、課長の命を受け、調達

品及びこれに関する役務に係る契約に係る保護すべき

情報の保全についての監査に関する事務に従事する。

９ 政府品質管理専門官は、課長の命を受け、国際協力

に関する事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係

るものに関する事務に従事する。

第１９３条 削除

（課長補佐）

第１９４条 課長補佐は、近畿中部防衛局長の定めると

ころにより、課長を補佐し、課務を整理する。

（係及び係長）
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第１９５条 係の所掌事務は、近畿中部防衛局長が定め

る。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第３節 長崎防衛支局

（首席検査官）

第１９６条 長崎防衛支局に、首席検査官１人を置く。

２ 首席検査官は、長崎防衛支局長の命を受け、調達品

及びこれに関する役務に係る検査に関する重要な事項

についての調査、企画及び立案を行うとともに、当該

事務を総括する。

（総務課）

第１９７条 総務課に、総務係を置く。

２ 総務課に、保全専門官１人及び情報セキュリティ監

査官２人を置く。

３ 保全専門官は、課長の命を受け、調達品及びこれに

関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に
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関する事務に従事する。

４ 情報セキュリティ監査官は、課長の命を受け、調達

品及びこれに関する役務に係る契約に係る保護すべき

情報の保全についての監査に関する事務に従事する。

（装備課）

第１９８条 装備課に、管理係を置く。

２ 装備課に、装備管理官３人、システム調整官１人、

原価監査官２人及び検査官９人を置く。

３ 装備管理官は、課長の命を受け、装備品等及び役務

に関する業態調査及び価格の調査並びに調達品及びこ

れに関する役務に係る原価監査及び検査その他の契約

の履行についての業務（システム調整官が所掌するも

のを除く。）に関し、重要な専門的事項に関する事務

を総括する。

４ システム調整官は、課長の命を受け、長崎防衛支局

長が指定する品目について、調達品及びこれに関する

役務に係る原価監査及び検査その他の契約の履行に関

し、重要な専門的事項に関する事務を総括する。
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５ 原価監査官は、課長の命を受け、次に掲げる事務に

従事する。

⑴ 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

⑵ 装備品等及び役務に関する価格の調査に関するこ

と。

⑶ 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概

算払による支払金の使途の調査に関すること。

⑷ 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関

すること。

６ 検査官は、課長の命を受け、調達品及びこれに関す

る役務に係る検査その他の契約の履行に関する業務の

実施に関する事務に従事する。

（係及び係長）

第１９９条 係の所掌事務は、九州防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第４節 熊本防衛支局
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（地方調整官）

第２００条 熊本防衛支局に、地方調整官１人を置く。

２ 地方調整官は、熊本防衛支局長の命を受け、熊本防

衛支局の所掌事務を整理するほか、同支局の所掌事務

のうち特に重要な事項について、企画及び立案並びに

調整に関する事務に従事する。

（建設調整官）

第２００条の２ 熊本防衛支局に、建設調整官１人を置

く。

２ 建設調整官は、熊本防衛支局長の命を受け、熊本防

衛支局の所掌事務のうち建設工事の計画及び調整に関

する事務に従事する。

（総括建設監督官）

第２００条の３ 熊本防衛支局に、総括建設監督官１人

を置く。

２ 総括建設監督官は、熊本防衛支局長の命を受け、建

設工事の施工の監督に関する事務を総括する。

（総務課）
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第２０１条 総務課に、契約室及び課長補佐２人のほか

、次の４係を置く。

総務係

企画審査係

経理第１係

経理第２係

２ 総務課に、総合調整官１人を置く。

３ 総合調整官は、課長の命を受け、課長補佐及び総務

係とともに熊本防衛支局内の総合調整及び同支局の所

掌事務に関する自衛隊の部隊及び機関との連絡調整に

関する事務に従事する。

４ 契約室は、熊本防衛支局の行う入札及び契約に関す

る事務をつかさどる。

５ 契約室に、契約室長を置く。

６ 契約室長は、課長の命を受け、室務を掌理する。

７ 契約室に、室長補佐１人のほか、次の３係を置く。

契約第１係

契約第２係
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契約審査係

（業務課）

第２０２条 業務課に、課長補佐４人のほか、次の６係

を置く。

取得第１係

取得第２係

行政財産管理係

国有財産管理係

施設企画第１係

施設企画第２係

２ 業務課に、業務調整専門官１人を置く。

３ 業務調整専門官は、課長の命を受け、業務課の所掌事

務に関する調査及び研究に関する事務に従事する。

（建築課）

第２０３条 建築課に、課長補佐２人のほか、次の４係

を置く。

建築第１係

建築第２係
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建築第３係

建築第４係

２ 建築課に、建設監督官４人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、建築工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

（土木課）

第２０４条 土木課に、課長補佐２人のほか、次の２係

を置く。

土木第１係

土木第２係

２ 土木課に、建設監督官７人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、土木工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

（設備課）

第２０５条 設備課に、課長補佐２人のほか、次の９係

を置く。

設備第１係

設備第２係
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設備第３係

設備第４係

設備第５係

設備第６係

設備第７係

設備第８係

設備第９係

２ 設備課に、建設監督官９人を置く。

３ 建設監督官は、課長の命を受け、設備工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

（建設計画官）

第２０６条 建設計画官の下に、建設計画官補佐２人の

ほか、次の４係を置く。

計画調整第１係

計画調整第２係

計画調整第３係

計画調整第４係

２ 建設計画官の下に、工事調整専門官３人及び環境評
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価専門官１人を置く。

３ 工事調整専門官は、建設計画官の命を受け、建設工

事の計画及び調整に関する事務に従事する。

４ 環境評価専門官は、建設計画官の命を受け、環境影

響評価業務の手続に係る関係市町村等との連絡調整等

に関する事務に従事する。

（課長補佐等）

第２０７条 課長補佐は、九州防衛局長の定めるところ

により、課長を補佐し、課務を整理する。

２ 建設計画官補佐は、九州防衛局長の定めるところに

より、建設計画官を補佐し、建設計画官の所掌事務を

整理する。

（係及び係長）

第２０８条 係の所掌事務は、九州防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長又は建設計画官の命を受け、係に分掌

された事務を掌理する。

第３章 地方防衛事務所
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第１節 総則

（所掌事務）

第２０９条 地方防衛事務所は、次に掲げる事務をつか

さどる。

⑴ 人事、会計、文書及び庶務に関すること。

⑵ 法第４条第１項第１号から第３号まで、第６号、

第９号、第１２号から第１４号まで及び第１９号に

掲げる事務についての地方公共団体及び地域住民の

理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡

及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。

⑶ 防衛施設周辺環境整備法第３条から第８条まで及

び第９条第２項の規定による措置のための連絡及び

交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。

⑷ 自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び

区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は

駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において

防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特

別の措置をするための連絡及び交渉、調査並びに資
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料の収集整理に関すること。

⑸ 建設工事の実施のための連絡及び交渉、調査並び

に資料の収集整理に関すること。

⑹ 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理

及び処分のための連絡及び交渉、調査並びに資料の

収集整理に関すること。

⑺ 駐留軍のための物品及び役務（工事及び労務を除

く。）の調達に関する連絡に関すること。

⑻ 駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分

をするための連絡及び交渉、調査並びに資料の収集

整理に関すること。

⑼ 合衆国軍協定第１８条及び日本国における国際連

合の軍隊の地位に関する協定第１８条の規定に基づ

く請求の処理をするための連絡及び交渉、調査並び

に資料の収集整理に関すること。

⑽ 合衆国軍協定第１８条第５項(g)の規定により同項

の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求につ

いてのあっせんその他必要な援助をするための連絡
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及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。

⑾ 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間に

おける相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日

本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する

法律第１２条又は第１３条の規定に基づく請求の処

理及び同法第５章の規定による特殊海事損害に係る

賠償の請求についての援助並びに日本国の自衛隊と

グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍

隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化

に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルラ

ンド連合王国との間の協定の実施に関する法律第１

２条又は第１３条の規定に基づく請求の処理及び同

法第５章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請

求についての援助をするための連絡及び交渉、調査

並びに資料の収集整理に関すること。

⑿ 駐留軍による物品及び役務（労務を除く。）の調

達に関する調査並びに当該調達についての協力に関

すること。
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⒀ 被害者給付金支給法の規定による給付金の支給を

するための連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整

理に関すること。

⒁ 自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第１０５

条第１項及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互

協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリ

カ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限

等に関する法律（昭和２７年法律第２４３号）第１

条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこ

れに伴う損失の補償をするための連絡及び交渉、調

査並びに資料の収集整理に関すること。

⒂ 防衛施設周辺環境整備法第１３条第１項、日本国

に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別

損失の補償に関する法律（昭和２８年法律第２４６

号）第１条第１項及び武力攻撃事態等及び存立危機

事態におけるアメリカ合衆国軍隊の行動に伴い我が

国が実施する措置に関する法律（平成１６年法律第

１１３号）第１４条第１項の規定による損失の補償
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をするための連絡及び交渉、調査並びに資料の収集

整理に関すること。

⒃ 自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び

区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しく

は流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関

する契約をするための連絡及び交渉、調査並びに資

料の収集整理に関すること。

⒄ 自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は

駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益につ

いて生じた損失の補償並びに利得の求償及び原状回

復のための連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整

理に関すること。

⒅ 自衛隊の施設の取得及びこれに伴う必要な措置並

びに自衛隊の施設に供される行政財産の管理のため

の連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関す

ること。

⒆ 駐留軍の使用に供する普通財産の取得及び管理の

ための連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に
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関すること。

⒇ 駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得並びに

これに伴う必要な措置のための連絡及び交渉、調査

並びに資料の収集整理に関すること。

２ 物品管理法（昭和３１年法律第１１３号）第８条第

６項に規定する分任物品管理官（自衛隊の施設に係る

工事により生じた物品及び駐留軍から返還された物品

の管理に関する事務を取り扱う者に限る。）が置かれ

る地方防衛事務所は、前項の規定にかかわらず、次に

掲げる事務をつかさどる。

⑴ 前項第１号から第５号まで、第７号及び第９号か

ら第２０号までに掲げる事務

⑵ 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品及び駐

留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関

すること。

３ 三沢防衛事務所、横田防衛事務所、横須賀防衛事務

所、座間防衛事務所、富士防衛事務所、京都防衛事務

所、岩国防衛事務所及び佐世保防衛事務所は、第１項
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各号又は前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事

務をつかさどる。

⑴ 駐留軍等労働者の雇入れ、提供、解雇、労務管理

、給与及び福利厚生に関すること。

⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（地方防

衛局長の指定する事項に限る。）。

４ 郡山防衛事務所、宇都宮防衛事務所、舞鶴防衛事務

所、岐阜防衛事務所及び玉野防衛事務所は、第１項又

は第２項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつか

さどる。

⑴ 人事、会計、文書及び庶務に関すること。

⑵ 法第４条第１項第１号から第３号まで、第６号、

第９号、第１２号から第１４号まで及び第１９号に

掲げる事務についての地方公共団体及び地域住民の

理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡

及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。

⑶ 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

⑷ 装備品等及び役務に関する価格の調査に関するこ
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と。

⑸ 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概

算払による支払金の使途の調査に関すること。

⑹ 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関

すること。

⑺ 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関する

こと。

⑻ 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方

における秘密の保全に関すること。

⑼ 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方

における保護すべき情報（秘密を除く。）の保全に

関すること。

⑽ 第５号から前号までに掲げるもののほか、調達品

及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業

務に関すること。

⑾ 国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の

品質管理に係るものに関すること。

５ 名護防衛事務所は、第１項各号又は第２項各号に掲
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げる事務のほか、次に掲げる事務（沖縄防衛局長の指

定する事項に限る。）をつかさどる。

⑴ 建設工事の実施計画に関すること。

⑵ 建設工事に関する統計に関すること。

⑶ 建設工事の設計に関すること。

⑷ 建設工事費の積算に関すること。

⑸ 建設工事の施工の促進、監督及び検査に関するこ

と。

⑹ 建設工事に関する調査及び研究に関すること。

⑺ 前各号に掲げる事務の実施に関する入札及び契約

に関すること。

⑻ 前各号に掲げる事務に関する争訟に関すること。

（管轄区域）

第２１０条 地方防衛事務所の管轄区域は、次のとおり

とする。

地方防衛事務所 管 轄 区 域
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千歳防衛事務所 室蘭市 苫小牧市 千歳市 登

別市 恵庭市 伊達市 北広島

市 虻田郡豊浦町及び洞爺湖町

有珠郡 白老郡 勇払郡（占

冠村を除く。） 沙流郡 新冠

郡 浦河郡 様似郡 幌泉郡

日高郡

三沢防衛事務所 青森県

郡山防衛事務所 青森県 岩手県 宮城県 秋田

県 山形県 福島県

百里防衛事務所 茨城県

宇都宮防衛事務 栃木県

所
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前橋防衛事務所 栃木県 群馬県 長野県

千葉防衛事務所 千葉県

横田防衛事務所 川越市 秩父市 所沢市 飯能

市 東松山市 狭山市 入間市

坂戸市 鶴ヶ島市 日高市

入間郡 比企郡 秩父郡 東京

都（特別区、清瀬市、大島支庁

管内、三宅支庁管内、八丈支庁

管内及び小笠原支庁管内を除

く。）

新潟防衛事務所 新潟県

横須賀防衛事務 横須賀市 鎌倉市 逗子市 三

所 浦市 三浦郡
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座間防衛事務所 相模原市 秦野市 厚木市 大

和市 伊勢原市 海老名市 座

間市 南足柄市 綾瀬市 高座

郡 中郡 足柄上郡 愛甲郡

吉田防衛事務所 山梨県

浜松防衛事務所 静岡県（富士防衛事務所の管轄

区域を除く。）

富士防衛事務所 沼津市 熱海市 三島市 富士

宮市 伊東市 富士市 御殿場

市 下田市 裾野市 伊豆市

伊豆の国市 賀茂郡 田方郡

駿東郡

小松防衛事務所 富山県 石川県 福井県
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京都防衛事務所 滋賀県 京都府

舞鶴防衛事務所 富山県 石川県 福井県 福知

山市 舞鶴市 綾部市 宮津市

京丹後市 与謝郡 兵庫県（

豊岡市、養父市、朝来市及び美

方郡に限る。）

岐阜防衛事務所 岐阜県

美保防衛事務所 鳥取県 島根県

津山防衛事務所 岡山県

玉野防衛事務所 鳥取県 岡山県 徳島県（板野

郡を除く。） 香川県 愛媛県

高知県
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岩国防衛事務所 大竹市 山口県

高松防衛事務所 徳島県 香川県 愛媛県 高知

県

佐世保防衛事務 長崎県（対馬市及び壱岐市を除

所 く。）

別府防衛事務所 大分県

宮崎防衛事務所 宮崎県

鹿児島防衛事務 鹿児島県

所

名護防衛事務所 名護市 国頭郡（恩納村、宜野

座村及び金武町を除く。）島尻

郡伊平屋村及び伊是名村
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２ 横田防衛事務所、横須賀防衛事務所、座間防衛事務

所及び岩国防衛事務所の管轄区域は、前条第３項各号

に掲げる事務については、前項の規定にかかわらず、

次のとおりとする。

地方防衛事務所 管 轄 区 域

横田防衛事務所 川越市 秩父市 所沢市 飯能

市 東松山市 狭山市 入間市

新座市 坂戸市 鶴ヶ島市

日高市 入間郡 比企郡 秩父

郡 東京都（大島支庁管内、三

宅支庁管内、八丈支庁管内及び

小笠原支庁管内を除く。）

横須賀防衛事務 横浜市（旭区及び瀬谷区を除

所 く。） 横須賀市 鎌倉市 逗
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子市 三浦市 三浦郡

座間防衛事務所 横浜市旭区及び瀬谷区 相模原

市 秦野市 厚木市 大和市

伊勢原市 海老名市 座間市

南足柄市 綾瀬市 高座郡 中

郡 足柄上郡 愛甲郡

岩国防衛事務所 広島県 山口県

３ 郡山防衛事務所、宇都宮防衛事務所、舞鶴防衛事務

所、岐阜防衛事務所及び玉野防衛事務所の管轄区域は

、前条第４項第２号に掲げる事務については、第１項

の規定にかかわらず、地方防衛局長が別に示す区域と

する。

第２節 千歳防衛事務所

（次長）

第２１１条 千歳防衛事務所に、次長１人を置く。
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２ 次長は、所長を助け、千歳防衛事務所の事務を整理

する。

（内部組織）

第２１２条 千歳防衛事務所に、次の２係を置く。

業務係

施設係

（係及び係長）

第２１３条 係の所掌事務は、北海道防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第３節 三沢防衛事務所

（次長）

第２１４条 三沢防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、三沢防衛事務所の事務を整理

する。

（内部組織）

第２１５条 三沢防衛事務所に、次の２課を置く。
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業務課

施設課

２ 課の所掌事務は、東北防衛局長が定める。

３ 課に、課長を置く。

４ 課長は、所長の命を受け、課務を掌理する。

（専門職）

第２１６条 三沢防衛事務所に、労務対策官１人、首席

労務対策調査専門官１人、渉外専門官１人及び基地対

策調査専門官１人を置く。

２ 労務対策官は、所長の命を受け、次に掲げる事務の

を総括する。

⑴ 駐留軍等労働者の雇入れ、提供、解雇、労務管理

、給与及び福利厚生に関すること。

⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（東北防

衛局長の指定する事項に限る。）。

３ 首席労務対策調査専門官は、所長の命を受け、前項

各号に掲げる事務の一部を総括する。

４ 渉外専門官は、所長の命を受け、三沢防衛事務所の
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所掌事務に関する渉外に関する事務に従事する。

５ 基地対策調査専門官は、所長の命を受け、自衛隊の

施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置

又は運用若しくは返還に伴い生ずる諸問題の対策に関

する連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関す

る事務に従事する。

（業務課）

第２１７条 業務課に、次の２係を置く。

業務第１係

業務第２係

（施設課）

第２１８条 施設課に、次の３係を置く。

施設第１係

施設第２係

施設第３係

（首席労務対策調査専門官）

第２１９条 首席労務対策調査専門官の下に、労務対策

係を置く。
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（係及び係長）

第２２０条 係の所掌事務は、東北防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長又は首席労務対策調査専門官の命を受

け、係に分掌された事務を掌理する。

第４節 郡山防衛事務所

（内部組織）

第２２１条 郡山防衛事務所に、総務係を置く。

（専門職）

第２２２条 郡山防衛事務所に、原価監査官１人、検査

官８人及び情報セキュリティ監査官２人を置く。

２ 原価監査官は、所長の命を受け、次に掲げる事務に

従事する。

⑴ 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

⑵ 装備品等及び役務に関する価格の調査に関するこ

と。

⑶ 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概

算払による支払金の使途の調査に関すること。
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⑷ 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関

すること。

３ 検査官は、所長の命を受け、調達品及びこれに関す

る役務に係る検査その他の契約の履行に関する業務の

実施に関する事務に従事する。

４ 情報セキュリティ監査官は、所長の命を受け、調達

品及びこれに関する役務に係る契約に係る保護すべき

情報の保全についての監査に関する事務に従事する。

（係及び係長）

第２２３条 係の所掌事務は、東北防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第５節 百里防衛事務所

第２２４条 削除

（内部組織）

第２２５条 百里防衛事務所に、次の２係を置く。

業務係
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施設係

（係及び係長）

第２２６条 係の所掌事務は、北関東防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第６節 宇都宮防衛事務所

（次長）

第２２７条 宇都宮防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、宇都宮防衛事務所の事務を整

理する。

（内部組織）

第２２８条 宇都宮防衛事務所に、総務係を置く。

（専門職）

第２２９条 宇都宮防衛事務所に、装備管理官１人、シ

ステム調整官１人、原価監査官５人、検査官１４人及

び情報セキュリティ監査官１人を置く。

２ 装備管理官は、所長の命を受け、装備品等及び役務
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に関する業態調査及び価格の調査並びに調達品及びこ

れに関する役務に係る原価監査及び検査その他の契約

の履行についての業務（システム調整官が所掌するも

のを除く。）に関し、重要な専門的事項に関する事務

を総括する。

３ システム調整官は、所長の命を受け、事務所長が指

定する品目について、調達品及びこれに関する役務に

係る原価監査及び検査その他の契約の履行に関し、重

要な専門的事項に関する事務を総括する。

４ 原価監査官は、所長の命を受け、次に掲げる事務に

従事する。

⑴ 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

⑵ 装備品等及び役務に関する価格の調査に関するこ

と。

⑶ 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概

算払による支払金の使途の調査に関すること。

⑷ 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関

すること。
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５ 検査官は、所長の命を受け、調達品及びこれに関す

る役務に係る検査その他の契約の履行に関する業務の

実施に関する事務に従事する。

６ 情報セキュリティ監査官は、所長の命を受け、調達

品及びこれに関する役務に係る契約に係る保護すべき

情報の保全についての監査に関する事務に従事する。

（係及び係長）

第２３０条 係の所掌事務は、北関東防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第７節 前橋防衛事務所

第２３１条 削除

（内部組織）

第２３２条 前橋防衛事務所に、次の２係を置く。

業務係

施設係

（係及び係長）
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第２３３条 係の所掌事務は、北関東防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第８節 千葉防衛事務所

第２３４条 削除

（内部組織）

第２３５条 千葉防衛事務所に、次の３係を置く。

業務係

施設第１係

施設第２係

（係及び係長）

第２３６条 係の所掌事務は、北関東防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第９節 横田防衛事務所

（次長）
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第２３７条 横田防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、横田防衛事務所の事務を整理

する。

（内部組織）

第２３８条 横田防衛事務所に、次の２課を置く。

業務課

施設課

２ 課の所掌事務は、北関東防衛局長が定める。

３ 課に、課長を置く。

４ 課長は、所長の命を受け、課務を掌理する。

（専門職）

第２３９条 横田防衛事務所に、労務対策官１人、首席

労務対策調査専門官１人、渉外専門官１人及び労務対

策調査専門官１人を置く。

２ 労務対策官は、所長の命を受け、次に掲げる事務の

を総括する。

⑴ 駐留軍等労働者の雇入れ、提供、解雇、労務管理

、給与及び福利厚生に関すること。
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⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（北関東

防衛局長の指定する事項に限る。）。

３ 首席労務対策調査専門官は、所長の命を受け、前項

各号に掲げる事務の一部を総括する。

４ 渉外専門官は、所長の命を受け、横田防衛事務所の

所掌事務に関する渉外に関する事務に従事する。

５ 労務対策調査専門官は、所長の命を受け、第２項各

号に掲げる事務に従事する。

（業務課）

第２４０条 業務課に、次の３係を置く。

業務第１係

業務第２係

業務第３係

（施設課）

第２４１条 施設課に、次の３係を置く。

施設第１係

施設第２係

施設第３係
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（首席労務対策調査専門官）

第２４２条 首席労務対策調査専門官の下に、労務対策

係を置く。

（係及び係長）

第２４３条 係の所掌事務は、北関東防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長又は首席労務対策調査専門官の命を受

け、係に分掌された事務を掌理する。

第１０節 新潟防衛事務所

第２４４条 削除

（内部組織）

第２４５条 新潟防衛事務所に、次の２係を置く。

業務係

施設係

（係及び係長）

第２４６条 係の所掌事務は、北関東防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌
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理する。

第１１節 横須賀防衛事務所

（次長）

第２４７条 横須賀防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、横須賀防衛事務所の事務を整

理する。

（内部組織）

第２４８条 横須賀防衛事務所に、次の２課を置く。

業務課

施設課

２ 課の所掌事務は、南関東防衛局長が定める。

３ 課に、課長を置く。

４ 課長は、所長の命を受け、課務を掌理する。

（専門職）

第２４９条 横須賀防衛事務所に、首席労務対策調査専

門官１人、労務対策調査専門官３人及び安全衛生専門

官１人を置く。

２ 首席労務対策調査専門官は、所長の命を受け、次に
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掲げる事務の一部を総括する。

⑴ 駐留軍等労働者の雇入れ、提供、解雇、労務管理

、給与及び福利厚生に関すること。

⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（南関東

防衛局長の指定する事項に限る。）。

３ 労務対策調査専門官は、所長の命を受け、第２項第

１号（安全衛生専門官の所掌に属するものを除く。）

及び同項第２号に掲げる事務に従事する。

４ 安全衛生専門官は、所長の命を受け、次に掲げる事

務に従事する。

⑴ 駐留軍等労働者の安全衛生に関すること。

⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（南関東

防衛局長の指定する事項に限る。）。

（業務課）

第２５０条 業務課に、次の２係を置く。

業務第１係

業務第２係

（施設課）
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第２５１条 施設課に、施設係を置く。

（首席労務対策調査専門官）

第２５２条 首席労務対策調査専門官の下に、労務対策

係を置く。

（係及び係長）

第２５３条 係の所掌事務は、南関東防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長又は首席労務対策調査専門官の命を受

け、係に分掌された事務を掌理する。

第１２節 座間防衛事務所

（次長）

第２５４条 座間防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、座間防衛事務所の事務を整理

する。

（内部組織）

第２５５条 座間防衛事務所に、次の４係を置く。

業務第１係

業務第２係
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施設第１係

施設第２係

（専門職）

第２５６条 座間防衛事務所に、首席労務対策調査専門

官１人及び安全衛生専門官１人を置く。

２ 首席労務対策調査専門官は、所長の命を受け、次に

掲げる事務の一部を総括する。

⑴ 駐留軍等労働者の雇入れ、提供、解雇、労務管理

、給与及び福利厚生に関すること。

⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（南関東

防衛局長の指定する事項に限る。）。

３ 安全衛生専門官は、所長の命を受け、次に掲げる事

務に従事する。

⑴ 駐留軍等労働者の安全衛生に関すること。

⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（南関東

防衛局長の指定する事項に限る。）。

（首席労務対策調査専門官）

第２５７条 首席労務対策調査専門官の下に、労務対策
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係を置く。

（係及び係長）

第２５８条 係の所掌事務は、南関東防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長又は首席労務対策調査専門官の命を受

け、係に分掌された事務を掌理する。

第１３節 吉田防衛事務所

（次長）

第２５９条 吉田防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、吉田防衛事務所の事務を整理

する。

（内部組織）

第２６０条 吉田防衛事務所に、次の２係を置く。

業務係

施設係

（係及び係長）

第２６１条 係の所掌事務は、南関東防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。
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３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第１４節 浜松防衛事務所

（次長）

第２６２条 浜松防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、浜松防衛事務所の事務を整理

する。

（内部組織）

第２６３条 浜松防衛事務所に、次の２係を置く。

業務係

施設係

（係及び係長）

第２６４条 係の所掌事務は、南関東防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第１５節 富士防衛事務所

（内部組織）
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第２６５条 富士防衛事務所に、次の２課を置く。

業務課

施設課

２ 課の所掌事務は、南関東防衛局長が定める。

３ 課に、課長を置く。

４ 課長は、所長の命を受け、課務を掌理する。

（専門職）

第２６６条 富士防衛事務所に、渉外専門官１人、労務

対策調査専門官１人及び安全衛生専門官１人を置く。

２ 渉外専門官は、所長の命を受け、富士防衛事務所の

所掌事務に関する渉外に関する事務に従事する。

３ 労務対策調査専門官は、所長の命を受け、次に掲げ

る事務に従事する。

⑴ 駐留軍等労働者の雇入れ、提供、解雇、労務管理

、給与及び福利厚生に関すること（安全衛生専門官

の所掌に属するものを除く。）。

⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（南関東

防衛局長の指定する事項に限る。）。
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４ 安全衛生専門官は、所長の命を受け、次に掲げる事

務に従事する。

⑴ 駐留軍等労働者の安全衛生に関すること。

⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（南関東

防衛局長の指定する事項に限る。）。

（業務課）

第２６７条 業務課に、次の２係を置く。

業務第１係

業務第２係

（施設課）

第２６８条 施設課に、施設係を置く。

（係及び係長）

第２６９条 係の所掌事務は、南関東防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第１６節 小松防衛事務所

（次長）
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第２７０条 小松防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、小松防衛事務所の事務を整理

する。

（内部組織）

第２７１条 小松防衛事務所に、次の２係を置く。

業務係

施設係

（係及び係長）

第２７２条 係の所掌事務は、近畿中部防衛局長が定め

る。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第１７節 京都防衛事務所

（次長）

第２７３条 京都防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、京都防衛事務所の事務を整理

する。
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（内部組織）

第２７４条 京都防衛事務所に、業務係を置く。

（専門職）

第２７４条の２ 京都防衛事務所に、労務対策調査専門

官１人を置く。

２ 労務対策調査専門官は、所長の命を受け、次に掲げ

る事務に従事する。

⑴ 駐留軍等労働者の雇入れ、提供、解雇、労務管理

、給与及び福利厚生に関すること。

⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（近畿中

部防衛局長の指定する事項に限る。）。

（係及び係長）

第２７５条 係の所掌事務は、近畿中部防衛局長が定め

る。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第１８節 舞鶴防衛事務所
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（内部組織）

第２７６条 舞鶴防衛事務所に、総務係を置く。

（専門職）

第２７７条 舞鶴防衛事務所に、原価監査官１人及び検

査官５人を置く。

２ 原価監査官は、所長の命を受け、次に掲げる事務に

従事する。

⑴ 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

⑵ 装備品等及び役務に関する価格の調査に関するこ

と。

⑶ 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概

算払による支払金の使途の調査に関すること。

⑷ 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関

すること。

３ 検査官は、所長の命を受け、調達品及びこれに関す

る役務に係る検査その他の契約の履行に関する業務の

実施に関する事務に従事する。

（係及び係長）
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第２７８条 係の所掌事務は、近畿中部防衛局長が定め

る。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第１９節 岐阜防衛事務所

（次長）

第２７９条 岐阜防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、岐阜防衛事務所の事務を整理

する。

（内部組織）

第２８０条 岐阜防衛事務所に、次の２係を置く。

総務係

管理係

（専門職）

第２８１条 岐阜防衛事務所に、装備管理官２人、シス

テム調整官２人、原価監査官４人、検査官３０人及び

情報セキュリティ監査官１人を置く。
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２ 装備管理官は、所長の命を受け、装備品等及び役務

に関する業態調査及び価格の調査並びに調達品及びこ

れに関する役務に係る原価監査及び検査その他の契約

の履行についての業務（システム調整官が所掌するも

のを除く。）に関し、重要な専門的事項に関する事務

を総括する。

３ システム調整官は、所長の命を受け、所長が指定す

る品目について、調達品及びこれに関する役務に係る

原価監査及び検査その他の契約の履行に関し、重要な

専門的事項に関する事務を総括する。

４ 原価監査官は、所長の命を受け、次に掲げる事務に

従事する。

⑴ 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

⑵ 装備品等及び役務に関する価格の調査に関するこ

と。

⑶ 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概

算払による支払金の使途の調査に関すること。

⑷ 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関
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すること。

５ 検査官は、所長の命を受け、調達品及びこれに関す

る役務に係る検査その他の契約の履行に関する業務の

実施に関する事務に従事する。

６ 情報セキュリティ監査官は、所長の命を受け、調達

品及びこれに関する役務に係る契約に係る保護すべき

情報の保全についての監査に関する事務に従事する。

（係及び係長）

第２８２条 係の所掌事務は、近畿中部防衛局長が定め

る。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第２０節 美保防衛事務所

（次長）

第２８３条 美保防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、美保防衛事務所の事務を整理

する。
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（内部組織）

第２８４条 美保防衛事務所に、業務係を置く。

（係及び係長）

第２８５条 係の所掌事務は、中国四国防衛局長が定め

る。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第２１節 津山防衛事務所

（次長）

第２８６条 津山防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、津山防衛事務所の事務を整理

する。

（内部組織）

第２８７条 津山防衛事務所に、業務係を置く。

（係及び係長）

第２８８条 係の所掌事務は、中国四国防衛局長が定め

る。
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２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第２２節 玉野防衛事務所

（内部組織）

第２８９条 玉野防衛事務所に、総務係を置く。

（専門職）

第２９０条 玉野防衛事務所に、原価監査官１人、検査

官５人及び情報セキュリティ監査官１人を置く。

２ 原価監査官は、所長の命を受け、次に掲げる事務に

従事する。

⑴ 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

⑵ 装備品等及び役務に関する価格の調査に関するこ

と。

⑶ 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概

算払による支払金の使途の調査に関すること。

⑷ 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関

すること。
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３ 検査官は、所長の命を受け、調達品及びこれに関す

る役務に係る検査その他の契約の履行に関する業務の

実施に関する事務に従事する。

４ 情報セキュリティ監査官は、所長の命を受け、調達

品及びこれに関する役務に係る契約に係る保護すべき

情報の保全についての監査に関する事務に従事する。

（係及び係長）

第２９１条 係の所掌事務は、中国四国防衛局長が定め

る。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第２３節 岩国防衛事務所

（次長）

第２９２条 岩国防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、岩国防衛事務所の事務を整理

する。

（内部組織）
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第２９３条 岩国防衛事務所に、次の２課を置く。

業務課

施設課

２ 課の所掌事務は、中国四国防衛局長が定める。

３ 課に、課長を置く。

４ 課長は、所長の命を受け、課務を掌理する。

（専門職）

第２９４条 岩国防衛事務所に、労務対策官１人、首席

労務対策調査専門官１人及び労務対策調査専門官１人

を置く。

２ 労務対策官は、所長の命を受け、次に掲げる事務を

総括する。

⑴ 駐留軍等労働者の雇入れ、提供、解雇、労務管理

、給与及び福利厚生に関すること。

⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（中国四

国防衛局長の指定する事項に限る。）。

３ 首席労務対策調査専門官は、所長の命を受け、前項

各号に掲げる事務の一部を総括する。
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４ 労務対策調査専門官は、所長の命を受け、第２項各

号に掲げる事務に従事する。

（業務課）

第２９５条 業務課に、業務係を置く。

（施設課）

第２９６条 施設課に、施設係を置く。

（首席労務対策調査専門官）

第２９６条の２ 首席労務対策調査専門官の下に、労務

対策係を置く。

（係及び係長）

第２９７条 係の所掌事務は、中国四国防衛局長が定め

る。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長又は首席労務対策調査専門官の命を受

け、係に分掌された事務を掌理する。

第２４節 高松防衛事務所

（次長）

第２９８条 高松防衛事務所に、次長１人を置く。
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２ 次長は、所長を助け、高松防衛事務所の事務を整理

する。

（内部組織）

第２９９条 高松防衛事務所に、業務係を置く。

（係及び係長）

第３００条 係の所掌事務は、中国四国防衛局長が定め

る。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第２５節 佐世保防衛事務所

第３０１条 削除

（内部組織）

第３０２条 佐世保防衛事務所に、次の２課を置く。

業務課

施設課

２ 課の所掌事務は、九州防衛局長が定める。

３ 課に、課長を置く。
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４ 課長は、所長の命を受け、課務を掌理する。

（専門職）

第３０３条 佐世保防衛事務所に、労務対策官１人、首

席労務対策調査専門官１人及び渉外専門官１人を置く。

２ 労務対策官は、所長の命を受け、次に掲げる事務を

総括する。

⑴ 駐留軍等労働者の雇入れ、提供、解雇、労務管理

、給与及び福利厚生に関すること。

⑵ 防衛施設の設置運営調査等に関すること（九州防

衛局長の指定する事項に限る。）。

３ 首席労務対策調査専門官は、所長の命を受け、前項

各号に掲げる事務の一部を総括する。

４ 渉外専門官は、所長の命を受け、佐世保防衛事務所

の所掌事務に関する渉外に関する事務に従事する。

（業務課）

第３０４条 業務課に、次の２係を置く。

業務第１係

業務第２係
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（施設課）

第３０５条 施設課に、次の２係を置く。

施設第１係

施設第２係

（首席労務対策調査専門官）

第３０６条 首席労務対策調査専門官の下に、労務対策

係を置く。

（係及び係長）

第３０７条 係の所掌事務は、九州防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長又は首席労務対策調査専門官の命を受

け、係に分掌された事務を掌理する。

第２６節 別府防衛事務所

（次長）

第３０８条 別府防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、別府防衛事務所の事務を整理

する。

（内部組織）
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第３０９条 別府防衛事務所に、次の２係を置く。

業務係

施設係

（係及び係長）

第３１０条 係の所掌事務は、九州防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第２７節 宮崎防衛事務所

（次長）

第３１１条 宮崎防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、宮崎防衛事務所の事務を整理

する。

（内部組織）

第３１２条 宮崎防衛事務所に、次の２係を置く。

業務係

施設係

（係及び係長）
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第３１３条 係の所掌事務は、九州防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第２８節 鹿児島防衛事務所

（次長）

第３１４条 鹿児島防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、鹿児島防衛事務所の事務を整

理する。

（内部組織）

第３１５条 鹿児島防衛事務所に、次の２係を置く。

業務係

施設係

第３１６条 削除

（係及び係長）

第３１７条 係の所掌事務は、九州防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、所長の命を受け、係に分掌された事務を掌



- 233 -

理する。

第２９節 名護防衛事務所

（次長）

第３１８条 名護防衛事務所に、次長１人を置く。

２ 次長は、所長を助け、名護防衛事務所の事務を整理

する。

（内部組織）

第３１９条 名護防衛事務所に、次の２課を置く。

総務課

建設課

２ 課の所掌事務は、沖縄防衛局長が定める。

３ 課に、課長を置く。

４ 課長は、所長の命を受け、課務を掌理する。

（専門職）

第３２０条 名護防衛事務所に、総括建設監督官１人を

置く。

２ 総括建設監督官は、所長の命を受け、建設工事の施

工の監督に関する事務を総括する。
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（総務課）

第３２１条 総務課に、課長補佐２人のほか、次の５係

を置く。

業務係

施設係

経理係

契約係

契約審査係

（建設課）

第３２２条 建設課に、課長補佐４人のほか、次の２３

係を置く。

計画調整係

環境安全管理係

環境評価係

環境調査係

建築第１係

建築第２係

建築第３係
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土木第１係

土木第２係

土木第３係

土木第４係

土砂調達係

設備第１係

設備第２係

設備第３係

安全対策第１係

安全対策第２係

安全対策第３係

安全対策第４係

安全対策第５係

安全対策第６係

安全対策第７係

安全対策第８係

２ 建設課に、工事調整専門官２人及び建設監督官３人

を置く。
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３ 工事調整専門官は、課長の命を受け、建設工事の実

施に当たって生ずる諸問題についての調査及び研究並

びに当該諸問題に対する施策の企画、立案及び調整に

関する事務に従事する。

４ 建設監督官は、課長の命を受け、建設工事の施工の

監督の総括に関する事務に従事する。

（課長補佐）

第３２３条 課長補佐は、沖縄防衛局長の定めるところ

により、課長を補佐し、課務を整理する。

（係及び係長）

第３２４条 係の所掌事務は、沖縄防衛局長が定める。

２ 係に、係長を置く。

３ 係長は、課長の命を受け、係に分掌された事務を掌

理する。

第４章 雑則

（地方防衛局組織規則第４条第１項第２７号に規定す

る防衛大臣が定める調達）

第３２５条 地方防衛局組織規則第４条第１項第２７号
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に規定する防衛大臣が定める調達は、装備品等及び役

務の調達実施に関する訓令（昭和４９年防衛庁訓令第

４号）第３条に規定する中央調達とする。

（所掌事務の特例）

第３２６条 地方防衛局長は、特に必要があると認める

ときは、この訓令に規定する事務に加え、臨時に、地

方防衛局の課若しくは室、地方防衛支局の課又は地方

防衛事務所に所属する者に対し、その者が所属する地

方防衛局の課若しくは室、地方防衛支局の課又は地方

防衛事務所の所掌に属する事務の一部を処理すること

を命ずることができる。

（主任原価監査官の設置の特例）

第３２７条 複数の原価監査官が共同して原価監査官の

所掌事務を行う場合には、他の原価監査官の事務を管

理させるため、主任原価監査官を置く。

（主任検査官の設置の特例）

第３２８条 複数の検査官が共同して検査官の所掌事務

を行う場合には、他の検査官の事務を管理させるため
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、主任検査官を置く。

（委任規定）

第３２９条 この訓令に定めるもののほか、地方防衛局

、地方防衛支局及び地方防衛事務所の内部組織に関し

必要な事項は、地方防衛局長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成２５年５月１６日から施行する。

（沖縄防衛局企画部地方調整課基地対策室の所掌事務

の特例）

２ 沖縄防衛局企画部地方調整課基地対策室は、第１５

７条第５項各号に掲げる事務のほか、次の表の左欄に

掲げる期間、それぞれ同表の右欄に掲げる事務をつか

さどる。

期 間 事 務

令和１４年３月３１日 沖縄県における駐留軍
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までの間 用地跡地の有効かつ適

切な利用の推進に関す

る特別措置法（平成７

年法律第１０２号。以

下「駐留軍用地跡地利

用特別措置法」とい

う。）第８条の規定に

よる返還実施計画の策

定及び駐留軍用地跡地

利用特別措置法第１９

条の規定による駐留軍

用地の返還についての

見通しの通知に関する

こと（沖縄に関する特

別行動委員会最終報告

による返還等に係るも

のに限る。）。
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令和９年３月３１日ま １ 再編関連振興特別

での間 地域整備計画（駐留

軍等の再編の円滑な

実施に関する特別措

置法（平成１９年法

律第６７号。以下「

駐留軍再編特別措置

法」という。）第８

条に規定するものを

いう。）の作成に関

すること。

２ 再編関連振興特別

地域（駐留軍再編特

別措置法第７条第１

項に規定するものを

いう。）の整備に関

する重要事項に係る

関係行政機関の事務
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の連絡調整に関する

こと。

（三沢防衛事務所等の所掌事務の特例）

３ 三沢防衛事務所、横田防衛事務所、横須賀防衛事務

所、座間防衛事務所、富士防衛事務所、京都防衛事務

所、岩国防衛事務所及び佐世保防衛事務所は、第２０

９条第１項又は第２項に規定する事務及び同条第３項

に規定する事務のほか、令和１０年５月１６日までの

間、駐留軍関係離職者等臨時措置法（昭和３３年法律

第１５８号）の規定による特別給付金に関する事務を

つかさどる。

４ 前項に規定する事務に係る管轄区域は、第２１０条

第１項の規定にかかわらず、同条第２項に規定する管

轄区域とする。

（名護防衛事務所の所掌事務の特例）

５ 名護防衛事務所にあっては、第２０９条第１項及び

第５項に規定する事務のほか、次の表の左欄に掲げる
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期間、それぞれ同表の右欄に掲げる事務をつかさどる。

期 間 事 務

令和１４年３月３１日 駐留軍用地跡地利用特

までの間 別措置法第８条の規定

による返還実施計画の

策定及びこれに基づく

措置並びに駐留軍用地

跡地利用特別措置法第

１９条の規定による駐

留軍用地の返還につい

ての見通しの通知のた

めの連絡及び交渉、調

査並びに資料の収集に

関すること。

駐留軍用地跡地利用特 駐留軍用地跡地利用特
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別措置法第１０条及び 別措置法第１０条の規

第２９条の規定が効力 定による給付金並びに

を有する間 駐留軍用地跡地利用特

別措置法第２９条の規

定による特定給付金の

支給をするための連絡

及び交渉、調査並びに

資料の収集に関するこ

と。

沖縄振興特別措置法の 同条の規定による特定

一部を改正する法律（ 跡地給付金の支給をす

平成２４年法律第１３ るための連絡及び交渉

号）による改正前の沖 、調査並びに資料の収

縄振興特別措置法（平 集に関すること。

成１４年法律第１４号

）第１０４条の規定が

効力を有する間
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（労務対策官の職務の特例）

６ 三沢防衛事務所、横田防衛事務所、岩国防衛事務所

及び佐世保防衛事務所の労務対策官は、それぞれ、第

２１６条第２項に規定する事務、第２３９条第２項に

規定する事務、第２９４条第２項に規定する事務及び

第３０３条第２項に規定する事務のほか、令和１０年

５月１６日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法

の規定による特別給付金に関する事務に従事する。

（再編調整専門官の職務の特例）

７ 北関東防衛局企画部地方調整課、南関東防衛局企画

部地方調整課、中国四国防衛局企画部地方調整課、九

州防衛局企画部地方調整課及び沖縄防衛局企画部地方

調整課の再編調整専門官は、それぞれ、第４５条第３

項に規定する事務、第７２条第３項に規定する事務、

第１１７条第３項に規定する事務、第１３７条第３項

に規定する事務及び第１５７条第３項に規定する事務

のほか、令和９年３月３１日までの間、次の各号に掲
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げる事務に従事する。

⑴ 駐留軍再編特別措置法第４条第１項の規定による

再編関連特定防衛施設の指定及び同法第５条第１項

の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関す

ること。

⑵ 再編関連振興特別地域（駐留軍再編特別措置法第

７条第１項に規定するものをいう。第４号において

同じ。）の指定に関すること。

⑶ 再編関連振興特別地域整備計画（駐留軍再編特別

措置法第８条に規定するものをいう。）の作成に関

すること。

⑷ 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に

ついての関係行政機関との事務の連絡調整に関する

こと。

（労務対策調査専門官の職務の特例）

８ 北関東防衛局総務部総務課労務対策調査専門官、近

畿中部防衛局総務部総務課労務対策調査専門官、九州

防衛局総務部総務課労務対策調査専門官、沖縄防衛局
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労務管理官の労務対策官の下に置かれる労務対策調査

専門官、横田防衛事務所労務対策調査専門官、横須賀

防衛事務所労務対策調査専門官、富士防衛事務所労務

対策調査専門官、京都防衛事務所労務対策調査専門官

及び岩国防衛事務所労務対策調査専門官は、それぞれ

、第３９条第５項に規定する事務、第９２条第４項に

規定する事務、第１３２条第４項に規定する事務、第

１５１条第６項に規定する事務、第２３９条第５項に

規定する事務、第２４９条第３項に規定する事務、第

２６６条第３項に規定する事務、第２７４条の２第２

項に規定する事務及び第２９４条第５項に規定する事

務のほか、令和１０年５月１６日までの間、駐留軍関

係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関す

る事務に従事する。

（三沢防衛事務所等の首席労務対策調査専門官の職務

の特例）

９ 三沢防衛事務所、横田防衛事務所、横須賀防衛事務

所、座間防衛事務所、岩国防衛事務所及び佐世保防衛
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事務所の首席労務対策調査専門官は、それぞれ、第２

１６条第３項に規定する事務、第２３９条第３項に規

定する事務、第２４９条第２項に規定する事務、第２

５６条第２項に規定する事務、第２９４条第３項に規

定する事務及び第３０３条第３項に規定する事務のほ

か、令和１０年５月１６日までの間、駐留軍関係離職

者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務

の一部を総括する。

（係及び係長の設置の特例）

１０ 次の表の左欄に掲げる期間、同表の中欄に掲げる

地方防衛局の課に、それぞれ同表の右欄に掲げる名称

の係を置く。

期 間 課 係の名称

駐留軍再編特 企画部施設対策 再編交付金係

措法第６条の 計画課

規定が効力を
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有する間 企画部周辺環境

整備課（南関東

防衛局、中国四

国防衛局及び沖

縄防衛局を除

く。）

企画部周辺環境 再編交付金第

整備課（中国四 １係

国防衛局に限

る。）

令和１０年３ 企画部周辺環境 再編交付金第

月３１日まで 整備課（中国四 ２係

の間 国防衛局に限

る。） 再編交付金第

３係
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附 則（平成２６年３月３１日省訓第２２号）（抄）

（施行期日）

１ この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年４月１０日省訓第２０号）

（施行期日）

この訓令は、平成２７年４月１０日から施行する。

附 則（平成２７年６月３０日省訓第２５号）

（施行期日）

この訓令は、平成２７年７月１日から施行する。

附 則（平成２７年１０月１日省訓第３９号）

（施行期日）

この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。

附 則（平成２８年１月２９日省訓第３号）

（施行期日）

この訓令は、平成２８年１月２９日から施行する。

附 則（平成２８年３月２８日省訓第１８号）

（施行期日）
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この訓令は、平成２８年３月２９日から施行する。

附 則（平成２８年３月３１日省訓第３４号）

（施行期日）

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年３月２７日省訓第１１号）

（施行期日）

この訓令は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特

別措置法の一部を改正する法律（平成２９年法律第６号

）の施行の日（平成２９年３月３１日）から施行する。

附 則（平成２９年３月３１日省訓第２８号）

（施行期日）

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年１２月２７日省訓第６３号）

（施行期日）

この訓令は、平成３０年１月１日から施行する。

附 則（平成３０年３月３０日省訓第２６号）（抄）

（施行期日）

１ この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。
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附 則（平成３０年４月１３日省訓第３１号）

（施行期日）

この訓令は、平成３０年４月１３日から施行する。

附 則（平成３０年１０月１７日省訓第４３号）

（施行期日）

この訓令は、平成３０年１２月１日から施行する。

附 則（平成３１年３月２９日省訓第１８号）

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則（令和２年３月３０日省訓第１９号）

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和３年３月３１日省訓第１８号）

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。

附 則（令和４年３月３１日省訓第４３号）

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和５年３月３１日省訓第３７号）

この訓令は、令和５年３月３１日から施行する。

附 則（令和５年３月３１日省訓第３８号）

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
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附 則（令和５年４月２１日省訓第４５号）

この訓令は、令和５年４月２１日から施行する。

附 則（令和５年７月２５日省訓第７１号）

この訓令は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍と

の間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日

本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律の

施行の日から施行する。

附 則（令和５年７月２５日省訓第７２号）

この訓令は、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北

アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセ

ス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及

び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法

律の施行の日から施行する。


